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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 （百万円） 7,367 8,515 10,382 13,203 16,600

経常利益 （百万円） 1,607 1,726 1,758 2,638 3,063

親会社株主に帰属する当期

純利益
（百万円） 998 1,233 1,131 1,635 2,027

包括利益 （百万円） 1,026 1,274 1,179 1,694 2,089

純資産額 （百万円） 7,195 7,771 8,843 10,479 12,566

総資産額 （百万円） 8,775 9,564 11,010 13,570 15,719

１株当たり純資産額 （円） 125.27 136.56 152.69 178.01 207.45

１株当たり当期純利益金額 （円） 17.83 22.46 20.58 29.74 36.20

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） 17.58 22.22 20.46 28.72 34.71

自己資本比率 （％） 79.9 78.4 76.3 72.2 74.7

自己資本利益率 （％） 15.1 17.0 14.2 18.0 18.8

株価収益率 （倍） 24.9 14.7 20.4 17.0 13.5

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 568 837 756 1,587 1,994

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △85 45 △98 △222 △531

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △169 △752 △239 △249 △140

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 5,473 5,603 6,022 7,137 8,460

従業員数
（人）

402 475 597 693 820

（外、平均臨時雇用者数） (－) (－) (－) (－) (－)

　（注）１．2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。第22期の期首に当該株式

分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額を算定しております。

２．臨時雇用者の総数は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第22期 第23期 第24期 第25期 第26期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

営業収益 （百万円） 1,383 1,485 1,701 2,070 2,662

経常利益 （百万円） 852 855 1,000 1,101 1,571

当期純利益 （百万円） 556 689 657 666 1,056

資本金 （百万円） 849 873 877 877 990

発行済株式総数 （株） 6,169,800 6,220,800 6,228,800 6,228,800 63,853,000

純資産額 （百万円） 3,860 3,857 4,413 5,022 6,089

総資産額 （百万円） 4,155 4,225 4,733 5,565 6,619

１株当たり純資産額 （円） 68.78 69.02 76.62 84.23 98.80

１株当たり配当額

（円）

3.60 4.50 4.50 6.00 7.30

（うち１株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益金額 （円） 9.94 12.55 11.96 12.12 18.87

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） 9.80 12.42 11.89 11.70 18.09

自己資本比率 （％） 92.7 89.7 89.0 83.2 84.4

自己資本利益率 （％） 15.2 18.0 16.3 15.1 20.7

株価収益率 （倍） 44.7 26.3 35.1 41.7 26.0

配当性向 （％） 20.2 20.0 21.9 20.2 20.2

従業員数
（人）

19 25 27 36 43

（外、平均臨時雇用者数） (－) (－) (－) (－) (－)

株主総利回り （％） 141.2 106.7 136.5 165.5 162.7

（比較指標：配当込み

TOPIX）
（％） (102.0) (107.9) (152.5) (150.2) (202.2)

最高株価 （円） 5,810 4,430 4,840 5,940
       854

(8,230)

最低株価 （円） 2,816 2,875 2,899 3,865
       472

(4,095)

　（注）１．2025年10月１日付で普通株式に１株につき10株の割合で株式分割を行っております。第22期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり配当額（うち１株当たり中間配当額）、１株

当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。また、株主総利

回りについては当該株式分割の影響を考慮した指標となっております。

２．配当性向については、当社の配当政策に基づき、連結の親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向

を記載しております。

３．臨時雇用者の総数は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

４．最高株価及び最低株価は2022年４月４日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以

前については東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。なお、第26期の株価につい

ては株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を（）内に記

載しております。

５．第26期の１株当たり配当額7円30銭は2026年6月25日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。
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２【沿革】

 

年月 事項

2000年７月 システム開発、ビジネスモデリング及びITガバナンス・サービスを中心とするナレッジベース・ソ

リューション事業（現コンサルティング事業）の展開を目的として、東京都港区虎ノ門に資本金10

百万円をもってウルシステムズ株式会社（現ＵＬＳグループ株式会社）を設立しました。

2000年８月 第1回及び第2回第三者割当増資(合計150百万円)を、Warburg, Pincus International

Partners, L.P.を主な引受先として実施し、同社が当社の筆頭株主(46.8％)になりました。

2000年９月 WP Japan Holdings, L.L.C.が、Warburg, Pincus International Partners, L.P.等から当社株式

を買い取るとともに、当社の実施した第3回第三者割当増資(220百万円)の主な引受先ともなり、同

社が当社の筆頭株主（78.9％）となりました。

2001年６月 第4回第三者割当増資（645百万円）を、WP Japan Holdings, L.L.C.を主な引受先として実施しま

した。

2001年８月 本社を東京都中央区晴海(現住所)へ移転しました。

2003年12月 WP Japan Holdings, L.L.C.保有の当社株式について、当社代表取締役漆原茂を中心とした経営陣

が買い取り、漆原茂が筆頭株主になりました。また、プロダクトベース・ソリューション事業（の

ちにソフトウェア事業）を本格的に開始しました。

2004年１月 欠損填補を目的とした402百万円の無償減資を実施し、資本金を300百万円としました。

2005年９月 当社初の販売目的のソフトウェアUMLaut/J-XMLの販売を開始しました。

2006年２月 ジャスダック証券取引所に当社普通株式が上場しました。

2006年７月 賃貸住宅トータルサポート株式会社（現リーシング・マネジメント・コンサルティング株式会社）

の第三者割当増資（164百万円：17.3％）を引受けました。

2007年４月 株式分割（1株を4株に分割）を実施しました。

2010年２月

 

全国自治体向け情報システムコンサルティングを展開するピースミール・テクノロジー株式会社を

連結子会社化しました。

2011年10月

 

 

 

株式会社イーシー・ワンと経営統合を実施し、商号をＵＬＳグループ株式会社に変更するととも

に、共同新設分割の方法によりウルシステムズ株式会社（現ＵＬＳコンサルティング株式会社）を

設立し連結子会社化しました。また、ソフトウェア事業を株式会社イーシー・ワン（現株式会社

ノーチラス・テクノロジーズ）に吸収分割の方法により承継させました。

2013年10月 株式分割（1株を100株に分割）を実施しました。

2018年２月

 

仮想通貨ウォレット管理システム開発の分野で、フレセッツ株式会社（現株式会社HashPort）と業

務・資本提携を行いました。

2020年９月 高度なITアーキテクチャ技術を有する株式会社アークウェイの発行済株式総数の80.0％を取得し子

会社化しました。

2021年６月 コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のJASDAQ（スタンダード）市場からス

タンダード市場に移行しました。

2025年10月 株式分割（1株を10株に分割）を実施しました。

ウルシステムズ株式会社が社名をＵＬＳコンサルティング株式会社に変更しました。
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３【事業の内容】

＜事業の概要＞

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び連結子会社３社（ＵＬＳコンサルティング株式会社、ピース

ミール・テクノロジー株式会社及び株式会社アークウェイ）で構成され、主に顧客企業の競争優位性を支える戦略的Ｉ

Ｔ投資領域におけるコンサルティング事業を展開しております。

　事業活動における各社の位置づけは、以下のとおりであります。

（１）ＵＬＳコンサルティング株式会社は、主にサービス、金融、情報通信及び製造業の企業向けに、ＩＴコンサル

ティングサービスを展開しております。なお、2025年10月１日付でウルシステムズ株式会社はＵＬＳコンサル

ティング株式会社に商号変更しております。

（２）ピースミール・テクノロジー株式会社は、主に地方自治体など公共事業体向けに、ＩＴコンサルティングサービ

スを展開しております。

（３）株式会社アークウェイは、主にサービス、製造、金融業の企業向けに、ＩＴアーキテクチャコンサルティング

サービスを展開しております。

　なお、当社は、特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との

対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断しております。

 

事業系統図を示すと、次のとおりであります。（2026年３月31日現在）
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は出資金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有割
合又は被所有割
合（％）

関係内容

（連結子会社）      

ＵＬＳコンサルティ
ング株式会社
（注）１、３

東京都中央区 100
コンサルティング事業

（注）２
99.3

役員の兼任４名

管理支援

ピースミール・テク
ノロジー株式会社

（注）３
東京都中央区 4

コンサルティング事業

（注）２
82.8

役員の兼任２名

資金の貸付

管理支援

株式会社アークウェ
イ

東京都中央区 10
コンサルティング事業

（注）２
80.0

役員の兼任３名

管理支援

（注）１．特定子会社に該当します。

　　　２．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

　　　３．ＵＬＳコンサルティング株式会社及びピースミール・テクノロジー株式会社は、売上高（連結会社相互間の内

部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

 

　　主要な損益情報等

　　　ＵＬＳコンサルティング株式会社

　　　　①売上高　　　 14,591百万円

       ②経常利益　　　1,082百万円

　　　　③当期純利益　　　751百万円

　　　　④純資産額　　　5,686百万円

　　　　⑤総資産額　　　9,772百万円

 

　　　ピースミール・テクノロジー株式会社

　　　　①売上高　　　　2,059百万円

       ②経常利益　　　　376百万円

　　　　③当期純利益　　　258百万円

　　　　④純資産額　　　1,024百万円

　　　　⑤総資産額　　　1,844百万円
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中における将来に関する記載は、当連結会計年度末現在（2026年3月31日現在）において当社グループが判

断したものであり、また当社グループとしてその実現を約束するものではありません。

(1) 会社の経営の基本方針

　当社グループは、「お客様の次世代ビジネスの成功を先端IT技術でリードし、お客様とIT業界にイノベーションを

起こす」ことを共通の理念として集い設立された企業集団です。

　この理念を具現化するために、当社グループでは、先端IT技術と独自のナレッジベース「ULBOK（ウルボック）」

等を駆使し、顧客本位のIT戦略の立案とその実行を一貫して顧客サイドで支援することで、顧客企業の競争優位性を

支える情報システム投資（戦略的IT投資）を成功に導く、顧客企業にとって唯一無二のビジネスパートナーになるこ

とを目指しております。

　また、これらの理念に基づく事業を積極的に展開することにより、日本のIT産業の健全な発展に貢献するととも

に、株主・投資家を始めとする当社を取り巻く利害関係者へ積極的に利益還元することを経営の基本方針としており

ます。

(2) 目標とする経営指標

　当社グループが最重要視している経営指標は、経常利益とその中長期的成長です。経常利益は期間収益に対応して

いる最終の利益項目であり、この成長は専門家集団としての当社グループの競争力の証であるとともに、株主を始め

とする利害関係者への利益配分の源泉となる利益であります。このため、計数面では経常利益の中長期的な成長を最

重要視した経営を行っております。

(3) 経営環境及び中長期的な会社の経営戦略

　当社グループの事業戦略は、顧客企業の競争優位性を支える情報システム投資（戦略的IT投資領域）を事業ドメイ

ンとし、この領域において顧客の意思決定を最大限支援するデジタル・IT戦略立案支援、業務・システム変革支援、

プロジェクトマネジメント支援、アジャイル開発、AI駆動開発等のコンサルティングサービスを行うコンサルティン

グ事業を安定成長の基軸事業としつつ、この基軸事業で得られた知見をもとに、ソフトウェア開発やその他の先端技

術領域への積極投資を行うことで多くの顧客層に当社グループならではのソリューションを提供し事業を拡大してい

く戦略を採っております。

　コンサルティング事業の事業ドメインである顧客企業の競争優位性を支える「戦略的IT投資領域」は、企業経営に

おける戦略的IT投資の重要性が増し、多くの企業でいわゆるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）さらにはＡ

Ｘ（ＡＩトランスフォーメーション）への取り組みが本格化するなか、今後も中長期的に堅調に拡大推移するものと

確信しております。その一方で、後述の「（４）対処すべき課題」や「３事業等のリスク」に記載のとおり、当該

「戦略的IT投資領域」は、顧客企業の差別化要因の一翼を担う投資領域であるため、不断の改良と投資が必要である

と同時に、必然として顧客企業からのニーズは複雑化、高度化し難易度も高くなる傾向にあります。

　このように要求されるサービス内容（顧客の満足水準及びその内容）の質・量両面の変化に適切に対応するため、

当社グループでは、最大の資産である人材（人財）の成長なくして当社グループの成長なしという認識のもと、人的

資本への投資（採用、育成、アサイメント、品質管理、組織知（ナレッジベース）、各種処遇制度、社内環境整備）

を最重要視した組織運営を行なって参ります。さらに、顧客企業や協業他社とのアライアンスを積極的に進めるとと

もに、将来有望と思われるFintech分野の金融技術、AI（人工知能）、クラウド技術、IoT（Internet Of Things）等

の先端IT技術の調査・研究及びその取り込み・適用を積極的に進め、質・量とも組織的成長を果たすことで結果とし

て中長期的な利益成長につなげて参ります。

　今後、これらの投資と短期的成果のバランスを取りながら、顧客満足度の維持向上を図り、経常利益の中長期的成

長を追求していく所存です。

 

(4) 対処すべき課題

　米国の金融・通商政策動向に加えて、イラン情勢等の様々なリスク要因は引き続きあるものの、国内経済は良好な雇

用・所得環境を背景に、概ね回復基調が継続するものと予想されます。また、社会経済活動全体のデジタル化への動き

は、ＡＩ等のデジタルイノベーションの進展、就労人口の減少を背景に一段と加速することが予想され、ＤＸさらには

ＡＸ（ＡＩトランスフォーメーション）を推し進める企業を中心にIT投資の拡大基調が今後も見込まれます。

　このような見通しに基づき、当社グループは、引き続き人的資本への大規模な成長投資を継続するとともに、経営基

盤強化を図り、今後の持続的な事業成長を盤石なものにして参ります。

　すなわち、人的資本への投資については、業界トップ水準の報酬・処遇制度に向けて人事制度の改革をさらに進め、

優秀なエンジニアやコンサルタントの中途採用を年間120名-140名規模まで拡大するとともに、充実した教育制度と実

践を通じてビジネスと先端ＩＴ技術に精通したいわゆる“二刀流”人材の育成を進めます。
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　また、マネジメント機能や営業力・ブランドの強化、AI駆動開発等の拡充によるサービスの高付加価値化、さらに

は外部企業との提携など、グループ全体で1,500名～2,000名程度での事業活動が高次元（高い事業対応能力と高い顧

客満足度）で実現できるように経営基盤を強化して参ります。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
 

(1)サステナビリティ全般

当社グループは、「お客様の次世代ビジネスの成功を先端IT技術でリードし、お客様とIT業界にイノベーションを起こ

す」ことを経営理念に掲げるとともに、「サステナビリティ基本方針」において、社会のデジタル変革や環境課題等の社

会課題解決に貢献することを定めています。これを具現化するため、下記のガバナンス体制のもと、重要課題(マテリア

リティ)を特定し、事業展開を通じてこの課題への取り組みを組織的・戦略的に推進しています。

当社グループのサステナビリティに関する考え方、取組み等については、当社ウェブサイト内のサステナビリティサイト

をご参照ください。https://www.ulsgroup.co.jp/sustainability/

①ガバナンス

当社グループは、当社取締役会の監督のもと、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、サステ

ナビリティに関して当社グループが具体的に取り組むべき事業機会やリスクの把握、課題の検討、目標の設定、諸施策の

決定並びにその執行に関するモニタリングを行っています。

サステナビリティ委員会の傘下には、人的資本、ガバナンス及び気候変動対策に関する分科会を設置しています。各分科

会は、当社の総務部が事務局となり、テーマに沿った年間目標と計画を立案・実行し、その結果をサステナビリティ委員

会に定期的に報告しています。以上のようなサステナビリティ・ガバナンス体制は下図のとおりです。

②リスク管理

当社グループを取り巻くリスクについては、当社取締役会において特定・評価し、統合的に管理されており、当社のリス

ク管理規程に従い、当社及び子会社の事業で想定されるリスクのカテゴリー別に責任者を定め、当社の代表取締役社長を

当社及び子会社全体のリスクに関する統括責任者として任命し、当社取締役会において当社及び子会社全体の経営上のリ

スクの一元的な把握・管理を行います。また、個々のリスクの管理の状況の確認については、当社及び子会社における各

組織が規程に従って適正に業務を運用しているか否かを当社の内部監査室がリスクアプローチの考え方に基づき監査し改

善点等を指摘し、その結果を当社の代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告するほか必要に応じて監査法人と

も共有し、重要な事項については当社及び子会社の取締役会において改善策を審議・決定します。

また、当社グループのサステナビリティに関するリスク・機会は、当社のサステナビリティ委員会において特定・評価
し、その結果も参考にして重要課題を明確化しています。重要課題は、社会課題、ステークホルダーとの関係性、並びに
事業環境等の変化を踏まえて適時見直すプロセスとしています。サステナビリティ委員会は、重要課題への取組状況や指
標・目標を管理し、その結果を当社取締役会に適時報告し、当社取締役会はその監督を行っています。なお特定したリス
クとして「３事業等のリスク」に記載している「人員の確保と育成について」及び「気候変動による影響について」はそ
れぞれ、「(2)人的資本・多様性」及び「（3）気候変動」と直結するものであり、上記のリスク管理プロセスの下、リス
ク低減と機会獲得・最大化に向けた施策を推進しています。

 

(2)人的資本・多様性

価値提供・創出の源泉である人的資本は、当社グループのサステナビリティ経営における最重要課題として捉えていま

す。また、7つの重要課題の一つとしても「人的資本の拡充」を特定し、サステナビリティ・ガバナンス体制の下で、従

業員の能力、健康、満足度、生産性等の最大化を図っています。

 

①戦略
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当社グループが先端デジタル技術を活用し価値提供しているＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）コンサルティン

グ市場は、デジタル技術の進化等を背景に、民間部門・公共部門を問わず非常に旺盛な需要が継続しています。この状況

を受け、当社グループの事業戦略の根幹に「人的資本の拡充」を位置付け、果断且つ持続的な成長投資を実施していま

す。

 

■人材育成方針

当社グループは、適切な素養や技量を持ち合わせた/持ち合わせる可能性の高い人材の採用、高度なIT知識・スキルを有

するコンサルタントの育成、および定着を目指し、人材に関わる下記の仕組み・取り組みを戦略的に整備・強化・推進し

ています。

＜採用＞

職歴・学歴・男女・年齢・人種の別を問わず、実力本位での求人活動を実施しています。また、人材紹介会社との強固な

リレーション構築や社員紹介等のプログラムを整備し、事業規模拡大に向けた採用強化を進めています。

 

＜オンボーディングプログラム＞

入社間もない人材が抱える不安・悩みの早期発見・察知・解決のため、人事担当者による入社後の面談・インタビューの

機会設定や、知識・スキル・社内人脈の獲得を支援するメンター制度など、オンボーディングプログラムを運用していま

す。

 

＜育成・能力開発＞

新人向けのベーシック研修から短期間でハイエンドコンサルタントを養成する実践型研修プログラムまで多様なキャリア

プランに対応できる充実した社内研修制度、コンサルタントの経験値を高める適切なアサイン制度、社外プログラムを活

用可能な能力開発補助制度など、理論と実践を繰り返しながら社員が自主的に成長できる環境を整備し運用しています。

また社内コミュニティによる勉強会開催、社内外講師による先端分野の講演会開催、執筆活動など社員が自主的に企画・

推進する文化が醸成されており、組織としてそれを支援しています。

 

＜組織知（ナレッジベース）の利活用＞

組織知（ナレッジベース）の蓄積・整理・利活用を推進する目的で、専任組織として「ナレッジセンター」を設置し運営

しております。

当該「ナレッジセンター」が司令塔となり、お客様との対話やお客様への価値提供を通じて生まれる膨大なナレッジや

KnowHow（ノウハウ）、社内コミュニティ活動による研究成果、日々進化する先端IT技術に関する知見を蓄積・整理する

とともに、各コンサルタントのエキスパティーズを可視化しKnowWho（ノウフー）を体系化するなど、各コンサルタント

が積極的に組織知（ナレッジベース）を利活用できる仕組みを構築・運用しています。

※社内コミュニティによる組織知（ナレッジベース）への貢献

当社グループにおけるナレッジマネジメントの特長の１つは、社内コミュニティ活動による組織知（ナレッジベース）へ

の貢献にあります。生成AIをはじめとする先端IT技術領域から、プロジェクトマネジメントやビジネス企画のようなコン

サルティング領域まで幅広い分野で有志による社内コミュニティが自然発生し活発に活動し、ナレッジセンターはこれを

支援しています。その活動成果は、ドキュメントの共有や勉強会として社員に還元され、組織知（ナレッジベース）の一

角を築いています。

当社グループは、社員による社内コミュニティ活動を積極的に奨励することで、社員エンゲージメントの向上および組織

知（ナレッジベース）の持続的成長につなげます。

 

＜評価・報酬・資産形成制度＞

コンピテンシー評価等を踏まえた透明性の高い人事・評価・報酬制度の整備・運用、大幅なベアを含む魅力ある報酬制度

の維持・改善活動、高水準の奨励金付与率を含む持株会制度や企業型確定拠出年金制度等の各種長期資産形成支援プログ

ラムの整備・運用等を通じて、従業員の定着率やモチベーションの向上を図っています。

 

■社内環境整備方針

当社グループは、多様な人材がそれぞれの個性や能力を発揮し活躍できる機会の提供が価値向上に資すると考え、すべて

の人材が活躍できる社内環境整備を目指し、下記の仕組み・取り組みを戦略的に整備・強化・推進しています。

＜健康経営＞

社員一人ひとりが持つ卓越した能力を最大限発揮することが、当社グループの事業推進の最大の原動力であると考えてい

ます。心身の健康はその大前提であり、最も重要な経営基盤の１つです。働き方が多様化するなか、当社グループでは、

関連法令に基づく施策はもちろん、「健康経営宣言」に基づき、社員１人ひとりの健康課題に向き合い、心と体を大切に

する風土づくりを通じて組織と個人の持続的成長を目指していきます。

 

＜コンディションサポートセンター＞
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常に高い集中力や判断力が求められるコンサルタントにとって、フィジカル面・メンタル面をベストな状態に整える「コ

ンディショニング」という術は必要不可欠なスキルです。コンディションサポートセンター（CSC）では、コンディショ

ニングに関する実効性あるノウハウの提供を通じて、当社社員が最高のパフォーマンスを常に発揮できるように継続的に

サポートしています。

また、CSCの取り組みの一環として、保健室を設置して運営しております。

・保健室

社員のこころとからだの健康維持をサポートするため保健室を設置しております。社内専任スタッフに加え、産業医や保

健師といった専門知識を備えたスタッフが、「いつでも、だれでも、どんなことでも」をスローガンに相談に応じる体制

をとることで、グループ各社社員一人ひとりが自身の能力を最大限発揮できるよう、全力でサポートしています。

 

＜ワークライフバランスの推進＞

時間や勤務場所にとらわれることなく、個々の役割や仕事の特性、育児や介護など多様なライフスタイルに応じて、柔軟

かつ自律的な働き方を選択できる裁量労働制、フレックスタイム制、短時間勤務制度、在宅勤務制度を構築し支援してい

ます。また、有給休暇取得促進デーの設定、アニバーサリー休暇として5日間の取得促進等、年次有給休暇を取得しやす

い風土の醸成を進めています。

 

＜女性の活躍推進＞

すべての女性が意欲をもって働き続けることができるように、人事・労務制度の改善や風土醸成に取り組んでいます。子

育て支援については、性別に関わらず、誰もが安心して子育てに専念できるように妊娠・出産時から職場復帰後に至るま

で仕事との両立支援各種制度を整備・運用しています。また、女性活躍推進の社内風土醸成に向けて、出産・育児、不妊

治療に関する相談先・機会の設置や、女性が様々なライフイベントを経て抱える悩みを共感しあう女性コミュニティを運

営しています。

 

＜障がいのある社員の活躍推進の取り組み＞

障がいのある社員が安心して働けるよう、福祉士や看護師等の専門スタッフがいるサテライトオフィスサービスを活用す

るとともに、業務サポートのほか、体調不良時のケア、生活面のサポートも行うことで定着支援に取り組んでいます。ま

た、障がいのある社員の相談窓口として、社内にも専任のサポーターを設置し、積極的にコミュニケーションを図り、

困ったことがあればいつでも相談できる体制を構築しています。

 

＜高年齢社員活躍推進の取り組み＞

すべての社員の定年年齢を65歳としているほか、65歳以降も経験を活かしながら長く活躍してほしいと考え、定年した後

のための人事制度を策定し運用しております。ライフスタイルに応じて柔軟に就業時間を設定でき、就業した時間に応じ

て賃金を支給する仕組みとしています。

 

＜治療や介護との両立支援への取り組み＞

突然家族の介護が必要になった場合や、万一の疾病や怪我等が発生した場合には、すぐに人事スタッフへ相談できるよう

スタッフを配置し、体制を整えております。一緒に考えていきながら社員の心配事を軽減することを目的とし、健康保険

給付制度の案内のほか、会社で加入している医療保障一時金保険の給付手続きをおこなっております。

 

②指標と目標

当社グループの重要課題である「人的資本の拡充」の実現に向けて設定した指標と目標及び実績は次のとおりです。今

後、人的資本の取り組みを推進していく中で、追加的な指標、目標数値の検討、開示を進めていきます。

 

■人材育成に関する指標と目標

指標 2025年3月期 2026年3月期 目標

中途採用数（コンサルタント） 96名 127名 -

新卒採用数（コンサルタント） 25名 17名 -

（注）上記各指標はいずれも当社グループ（連結）の数値です。

 

■多様性に関する指標と目標

指標 2025年3月31日 2026年3月31日 目標

従業員女性人数（比率） 123名（17.7％） 157名（19.1％） -

女性取締役人数（比率） 1名（16.7％） 2名（33.3％） 10％以上

（注）従業員女性人数（比率）については当社グループ（連結）の数値です。女性取締役人数（比率）については当社単

体の数値です。
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■社内環境整備に関する指標と目標

指標 2025年3月期 2026年3月期 目標

離職率 6.4％ 7.4％ 10％以下

定期健康診断受診率 99.9％ 99.9％ 100％

男性育児休業取得率 75.0％ 76.0％ -

（注）上記各指標はいずれも当社グループ（連結）の数値です。

 

(3)気候変動

当社グループでは、自社のGHG※排出量削減目標の達成に向けた取り組みを推進するとともに、7つの重要課題の1つである

「IT技術による環境課題解決への貢献」を通じて、気候変動課題を事業機会として捉えています。また、TCFD提言の趣旨

に賛同し、TCFDのフレームワークに沿って情報開示を実施しています。

※GHG:GreenhouseGas（温室効果ガス）

 

①戦略

当社グループでは、気候変動が事業・戦略・財務に与える影響を評価するため、1.5℃シナリオと4℃シナリオの世界観を

整理しました。

シナリオ 1.5℃シナリオ 4℃シナリオ

将来の世界観

・炭素税等の気候変動関連規制の導入・強化

・電気代の上昇によるエネルギーコスト増加

・企業・投資家の気候変動対応への関心・要

求の高まり

・データセンター・IT業界への省エネ要求の

高まり

・気候変動対応を重視する人材の増加

・環境課題解決技術の市場拡大

・脱炭素化・省エネ推進に向けた企業のリ

モートワーク・デジタル化の加速

・異常気象（台風、豪雨、猛暑等）の頻発・

激甚化

・気温上昇による空調・冷房需要の継続的増

加

・気候変動による事業継続リスクへの企業の

危機感拡大

・ITインフラの災害対応要求の高まり

・災害対応・BCP体制強化に向けた企業のリ

モートワーク・デジタル化の加速

参照シナリオ
IEA※1NZE（2050年ネットゼロ排出シナリオ）

IPCC※2SSP※31-1.9

IEA STEPS（公表政策シナリオ）

IPCC SSP5-8.5

※1IEA: International Energy Agency(国際エネルギー機関)

※2IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change(気候変動に関する政府間パネル)

※3SSP: Shared Socioeconomic Pathways（共通社会経済経路）
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上記のような世界観の下、当社グループの重要なリスク・機会を以下のように特定し、それぞれの対応策を整理しまし

た。

シナリオ 領域 リスク・機会
発現・実現

の時期※1

財務への

影響度※2
リスクへの対策・機会獲得施

策

1.5℃シナリ

オ

政策
[リスク] 炭素税導入によるコ

スト増加
中期 小

再生可能エネルギーの導入と

エネルギー効率化による影響

の最小化

市場
[リスク] 電気代上昇によるオ

フィス運営コスト増加
短期 小

省エネ機器の導入やリモート

ワーク体制の拡大等によるコ

スト削減

評判

[リスク] 気候変動対応が不十

分な場合の企業価値・人材獲得

力の低下

短期 中
GHG削減の推進と適切な気候

関連情報開示の継続

製品及び

サービス

[機会] 環境課題解決技術を活

用した持続可能社会実現基盤の

構築による新たな価値創造機会

の拡大

短期 中

先端IT技術群を活用したク

リーンテクノロジー※3の開

発・提供の推進

共通
製品及び

サービス

[機会] リモートワーク・デジ

タル化需要の拡大
中期 中

リモートワーク化、デジタル

化支援サービスの拡充・強化

4℃シナリオ

急性リス

ク

[リスク] 異常気象によるオ

フィス・外部データセンター機

能停止

長期 中

マルチクラウド化やリモート

ワーク体制の整備によるBCP

体制強化

慢性リス

ク

[リスク] 気温上昇による空調

費の継続的増加
短期 小

省エネ機器の導入とリモート

ワーク体制の拡大等によるコ

スト削減

※1発現・実現の時期

短期：3年以内、中期：3年超10年以内、長期：10年超

※2財務への影響度

大:重大な影響を与える可能性がある、中:一定の影響を与える可能性がある、小:影響は限定的である

※3クリーンテクノロジー：先端IT技術群を活用して環境課題の解決を支援する当社の取り組み

 

以上のようなシナリオに基づく分析・評価を踏まえ、各シナリオにおける事業への具体的影響を評価し、当社の事業戦略

に組み込むべき項目を整理しました。気候変動対応を競争優位性に転換する戦略として位置づけております。

1.5℃シナリオ：脱炭素社会に向けた移行 4℃シナリオ：温暖化への適応

・自社の脱炭素化推進による競争優位性とコスト効

率の実現

・クリーンテクノロジー開発による新市場創出と収

益機会拡大

・気候変動対応企業としてのブランド価値向上

・事業継続性を重視した ITインフラ強化

・災害対応ソリューション提供による新収益源の確
立

当社グループは、2050年3月期までのGHG排出量実質ゼロ達成に向けて、省エネ機器への更新やオフィスへの再生可能エネ

ルギーの導入等、自社事業活動における脱炭素化投資を計画的に実施してまいります。また、お客様の脱炭素化や環境課

題解決を支援するクリーンテクノロジーの開発、および事業継続性強化に向けたITインフラの災害対応力向上に関する投

資を推進していきます。

 

②指標と目標

当社グループでは、2050年3月期までにGHG排出量（Scope1,2,3）を実質ゼロにする長期削減目標を掲げ、再生可能エネル

ギーの導入やリモートワーク推進等の取り組みを通じて、自社およびバリューチェーンの脱炭素化を推進してまいりま

す。
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■GHG排出量とエネルギー使用に関する指標と目標

・GHG排出量の実績（単位：t-CO2e）

GHG排出量の内訳 2024年3月期 2025年3月期

Scope1 0.0 0.0

Scope2
ロケーション基準 157.1 136.7

マーケット基準 148.9 145.2

Scope1・2合計※ 148.9 145.2

Scope3 2,567.6 2,777.2

Scope1・2・3合計※ 2,716.5 2,922.4

※Scope2はマーケット基準を加算しています。

 

・Scope3排出量の内訳（単位：t-CO2e）

カテゴリー 2024年3月期 2025年3月期

購入した商品・サービス 2,071.0 2,190.6

資本財 160.5 228.6

燃料およびエネルギー関連活動（Scope1または2に含まれ

ないもの）
24.4 22.1

上流の輸送・流通 6.0 6.5

事業から発生する廃棄物 0.0 0.2

出張 247.0 266.6

従業員の通勤 58.7 62.6

上流のリース資産 0.0 0.0

投資 0.0 0.0

下流の輸送・流通 0.0 0.0

販売製品の加工 0.0 0.0

販売製品の使用 0.0 0.0

販売製品の廃棄処理 0.0 0.0

下流のリース資産 0.0 0.0

フランチャイズ 0.0 0.0

その他（上流） 0.0 0.0

その他（下流） 0.0 0.0

合計 2,567.6 2,777.2

 

・エネルギー消費量の実績（単位：kWh）

年度 エネルギー消費量（晴海事業所、福岡事務所、札幌事務所における電力使用量）

2025年3月期 323,212.6

2024年3月期 358,612.4

 

・算定方法および組織境界

項目 内容

GHG排出量カバー率 連結子会社のうち100％の排出量を算定している

連結方法 経営支配力アプローチ

Scope1・2・3対象範

囲

ULSグループ株式会社、ULSコンサルティング株式会社、ピースミール・

テクノロジー株式会社、株式会社アークウェイ

エネルギー消費量カ

バー率

晴海事業所、福岡事務所、札幌事務所における電力使用量が連結範囲の

100％を占める
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・長期削減目標

項目 内容

目標 2050年3月期までにGHG排出量（Scope1・2・3）を実質ゼロにする

対象Scope Scope1・2・3

基準年 2023年

基準年排出量

（t-CO2e）

Scope1・2合計※: 148.9

Scope3: 2,567.6

目標年 2050年

削減率 実質ゼロ（100％削減に相当）

目標設定年 2025年3月期

対象範囲
ULSグループ株式会社、ULSコンサルティング株式会社

ピースミール・テクノロジー株式会社、株式会社アークウェイ

※Scope2はマーケット基準を加算しています。
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３【事業等のリスク】

　経営者が、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると

認識している主要なリスクは、以下のとおりです。

　なお、文中に将来に関する記載がある場合には、当連結会計年度末現在（2026年3月31日現在）における当社グルー

プの認識を基礎とした記載であり、将来の環境の変化によって当該認識は変化する可能性があります。

 

１．外部環境に起因するリスクについて

(1) 競合優位性について

　当社グループは、主に次の施策をとることによって、情報サービス産業において独自のポジションを確立し、情報

サービス産業全体の動きと一線を画して事業展開を図っております。

① 顧客事業の競争優位性を支える情報システム投資（戦略的IT投資領域）を事業ドメインとし、この領域において

顧客の意思決定を最大限支援するデジタル・IT戦略立案支援、業務・システム変革支援、プロジェクトマネジメント

支援、アジャイル開発、AI駆動開発を含むAI駆動関連コンサルティング等の高付加価値サービスに特化して事業展開

を行うこと。

② いわゆる「戦略的IT投資領域」における顧客の意思決定を支援することに特化した弊社の各種コンサルティング

サービスの実行過程で生まれる膨大なナレッジやノウハウに加え、日々進化するIT技術に関する知見を、「ULBOK

（ウルボック）UL Systems Body OF Knowledge」等の組織知として蓄積・整理・適用することで顧客の意思決定を組

織として高い品質で支援できる体制を構築していること。

　このような事業コンセプトに基づく当社グループ主要事業であるコンサルティング事業の競合相手となる企業は、

現在のところ存在していないと考えています。しかしながら、このような事業領域において、他社による積極的な取

り組みがあった場合には、その動向次第では当社グループの競合優位性が薄れ、当社グループの経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。

(2) IT技術動向について

　当社グループは事業ドメインを、顧客の「戦略的IT投資領域」に絞り、この領域における顧客の意思決定を支援す

るための各種コンサルティングサービスに経営資源を集中的に投入し、この領域において圧倒的な存在感を築き上げ

るべく事業を展開しております。

　当面の事業方針においても、当社グループがターゲットとする顧客の高度な要求にスムーズに対応できる高度なIT

技術と、これを適切な局面で適用するためのアイデアを着想し実行するノウハウを組織的に蓄積・向上することを最

重要課題の一つとして位置づけており、「ULBOK（ウルボック）」等の組織知のメンテナンスは組織をあげて取り組

んでおります。しかしながら、このような顧客の収益力に直結する「戦略的IT投資領域」におけるIT技術の革新のス

ピードは目覚しいものがあり、当社グループが想定している以上にIT技術の著しい進歩があった場合には、当社グ

ループがこれに十分な対応を行えるか否かは不透明であり、十分な対応をできない場合には、当社グループの経営成

績に影響を与える可能性があります。

(3) 感染症の流行や大規模災害等の発生について

　感染症の流行や地震等の大規模災害が発生した場合に備え、当社グループではこれらの非常時への備えを平時から

システム上、業務上行っておりますが、想定を超える規模や内容で感染症の流行や大規模災害等が発生した場合に

は、その復旧費用やプロジェクト中断/延期等により、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

(4) 気候変動による影響について

　当社グループでは、気候変動対応方針を定め、2050年3月期までに「GHG排出量ネットゼロ」という目標を掲げて

様々な取り組みを進めるとともに、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言に基づく情報開示を行っ

ております。しかしながら、脱炭素社会への移行に伴う規制強化や市場環境の変化により、顧客企業のIT投資優先順

位やシステム要件が想定を超えて変化し、変化への対応が遅延したり、また、異常気象の頻発・激甚化による物理的

影響等により、当社グループの事業拠点や外部データセンター等のインフラの稼働に支障が生じ、顧客へのサービス

提供やプロジェクト遂行に遅延・中断が発生した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

２．当社グループ固有のリスクについて

(1) プロジェクトのリスク管理体制について

　プロジェクトの提案・受注・実行及びこれらを支援する業務は、当社グループの企業活動の主要な部分を占めてお

り、これら一連の活動から発生する種々のリスク（見積もりリスク、信用リスク、契約内容に関するリスク、人繰り

に関するリスク、プロジェクト管理に関するリスク、品質に関するリスク、外注管理リスク等）を回避又は管理する

ことは当社グループ経営上の重要課題の一つとして認識しております。このため、当社グループではプロジェクトを

直接運営する各子会社の各事業部による社内規程に基づいた厳格な手続きやレビュー等に加え、事業部から独立して

プロジェクトの品質管理を専門的に支援する部署としてデリバリーエクセレンス室（DEO)等を、また当社の社長直轄

に内部監査室を設置し、プロジェクトに関わるリスクを専門的・全社的な見地から把握・管理する体制を整備し、運

営しております。
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　現在の事業規模と事業内容を考慮すると現体制で十分機能しておりますが、現状のリスク管理体制に甘んじること

なく将来の事業拡大や事業内容の変化に備え、組織的にリスク把握や解決手段に関するノウハウや経験を蓄積し、こ

れを社内で共有しています。しかしながら、これらのリスク管理体制の能力の向上には一定の時間を要するものであ

り、将来の事業拡大や事業内容の変化が想定以上に速く進んだ場合には、当社グループのリスク管理体制が有効に機

能しない可能性があり、この場合には、当社グループの円滑な事業拡大や経営成績に影響を与える可能性がありま

す。

(2) 検収時期等の遅延による経営成績への影響について

　当社グループでは顧客から受注する各プロジェクトの収益認識に関して、「収益認識に関する会計基準」（企業会

計基準第29号　2020年３月31日）及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　

2021年３月26日）を適用しております。当該会計基準の適用上、受託プロジェクトの成果物に関して、顧客の受入検

査に基づく「検収」やその「検収」の確度は、収益認識額決定の重要な要素の1つであります。当社グループでは、

当該検収を予定通りに受けることができるように、プロジェクトの品質管理について厳しい内規を定め運用しており

ますが、顧客の都合等により検収時期が遅延又は遅延見込みとなった場合には、当社グループの経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。

 

(3) 投資目的のプロジェクト発生の可能性について

　当社グループでは、顧客企業の高い要求水準に対応できる高いIT技術を組織的に維持・拡大していくため、先進性

や革新性、更には将来の利用可能性等の観点から有望なIT技術の習得には非常に貪欲であり、これらの技術の習得の

ために意図的に収益性の非常に低い（投資目的の）プロジェクトを受注する場合があります。このような中長期的な

競争力維持・向上のための投資目的プロジェクトの受注も想定して全体の収益計画に織り込んでおりますが、想定を

上回る低採算のプロジェクトが発生した場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(4) システム開発に関する工程見積もりリスクについて

　国内外のシステム・インテグレーター各社がしのぎを削る受託システム開発業界においては、競合の多いケースで

は特に、受注活動を優先し、顧客のシステム要件が確定していない段階でも請負契約形態による契約の締結が行われ

ているケースがあります。請負契約は、一定の納期において、一定の品質以上での仕事の完了（システムの納品）を

顧客に対して約する契約であり、作業開始時の開発作業量の見積もりを誤ると大幅なコストオーバーランや作業遅延

もしくはこれに伴う損害賠償責任が生じる可能性があります。当社グループでは、2026年3月期からAI駆動関連コン

サルティングの拡充を事業戦略上の重点事項に定めており、AI駆動関連コンサルティングの一部にはAI駆動開発案件

が含まれることから請負契約での受託案件は今後増加が見込まれ、受託の場合には前述のリスクを内含します。この

ようなリスクに対処するため、当社グループでは、「(1)プロジェクトのリスク管理体制について」で前述したリス

ク管理に加え、「ULBOK（ウルボック）」等の組織知として蓄積してきた業務ノウハウや経験及びプロジェクト遂行

の方法論を十分に活かすことができる開発案件にフォーカスしたり、可能な限り作業及び契約を細分化し、顧客の要

件が明確化してから請負契約を締結する等の内部ポリシーを設定することにより、リスクを回避しています。しかし

ながら、こうした対処によっても全てのリスクを回避することは困難であり、将来において不測の事態が発生した場

合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 契約不適合責任及び品質保証引当金について

　当社グループが受注する一部のプロジェクトでは、顧客との間で請負契約を締結しております。また当該契約に

は、一般に顧客による受入検査に基づく検収の後にも必要に応じて一定期間無償で役務の提供を実施する旨を約した

契約不適合責任条項が含まれており、当社グループではこのような売上後の追加原価発生に備えて、当社グループ内

規に従い必要に応じて品質保証引当金を計上しております。追加原価の最大の発生原因である不具合（いわゆるバ

グ）は完全に解消することは不可能といわれており、当社グループとしては不具合発生の低減のために品質維持・向

上活動に注力し、且つそれでも発生する場合の追加原価に対応する品質保証引当金を見積もり計上しておりますが、

実際のプロジェクトで発生した契約不適合等の補修費用が見積もり額を超える場合には、当該引当金の追加計上が必

要となり、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

(6) プロジェクトにおける委託先管理について

　当社グループが受注する一部のプロジェクトでは、人的資源等の制約から外部業者に対して再委託をすることがあ

ります。当社グループでは、委託先選定に当たっては、財務体質等の他、プロジェクト遂行能力を様々な側面から評

価する手続となっております。しかしながら、委託先のプロジェクト管理が適切に行われない場合には、コストの増

加や納期遅延あるいは品質の低下等を招く可能性があります。当社グループでは、社内規定に基づく厳格なプロジェ

クトリスク管理体制により早期の問題の顕在化及び対処を行っておりますが、不測の事態によりそのような問題の早

期発見や対処を適切に行うことができない場合には、損失を計上しなければならず、当社グループの経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。
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(7) 人員の確保と育成について

　当社グループは、2026年3月31日現在、当社役員6名（独立社外取締役2名を含む）、子会社役員8名（当社役員及び

従業員との兼務は含まず）、従業員820名からなる事業体グループであり、このうちコンサルティング事業に携わる

コンサルタントは合計713名（当社グループへの出向者を含み、当社グループ外への出向者を含まないコンサルタン

トの人数）です。コンサルティング事業については、労働集約的な要素を極力排除しておりますが、当社グループの

コンサルタントの数が当社グループの売上の額を決定する大きな要因の1つになると考えられます。従って、今後当

社グループが事業を拡大するためには、既存のコンサルタントに加えて当社グループのコンサルティング事業に関し

て業務遂行能力を有する人員の確保が重要課題となります。また、これと同時に、人員の育成と定着率の向上が不可

欠です。このため、当社グループでは各人の適性とキャリアプランを考慮した人材の配置（アサイメント）、透明性

の高い人事考課の徹底、充実した報酬・人材育成・福利厚生制度の運用等の諸施策を実施していますが、当社グルー

プのこれらの施策が将来にわたって効果的である保証はなく、今後退職者の増加や採用の不振等により必要な人員確

保ができなかった場合には当社グループの事業拡大に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(8) 会長への依存度について

　当社の会長である漆原茂は、当社の設立以来、当社の経営方針や戦略の決定を始め、事業開発、ブランド力の向上

等において重要な役割を果たしております。また、漆原茂は2003年12月に当時の筆頭株主であったWP Japan

Holdings, L.L.C.から当社株式の大半を買い取り、2026年3月31日現在当社発行済株式総数の40.2%を有する筆頭株主

でもあります。当社は、事業拡大に伴い会長に過度に依存しない経営体質の構築を進めておりますが、何らかの理由

により会長に不測の事態が生じた場合には、当社グループの今後の経営成績及び事業展開に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

(9) 組織体制について

　2026年3月31日現在、当社グループは、当社役員6名（独立社外取締役2名を含む）、子会社役員8名（当社役員及び

従業員との兼務は含まず）、従業員820名からなる事業体グループであり、そのうちコンサルティング事業を直接推

進する人員741名（各事業本部のコンサルタント、事業本部長並びに営業部員（当社グループへの出向者を含み、当

社グループ外への出向者を含まない人数））を支える持株会社である当社及び連結子会社所属のいわゆる管理部門の

従業員は79名と現在の事業規模に応じたものとなっております。今後は、事業の拡大に伴い、人員の質・量とも強化

し充実した内部統制組織の構築を図っていく方針でありますが、採用活動が計画通りに進まなかった場合には、事業

規模に適した組織体制の構築に遅れが生じ、適切な組織的対応ができないことにより当社グループの業務運営に支障

が生じる可能性があります。

 

(10) 知的所有権に関する訴訟の可能性について

　当社グループの着実な事業発展のためには、積極的な知的所有権の蓄積及び活用が重要な要素になると考えられま

す。当社グループは、現在のところ研究開発活動の一環として数件の商標登録をしており、今後も積極的に当社グ

ループの権利保護や収益の拡大を目的とした知的所有権の出願・登録を実施してまいります。当社の法務部はこれら

の司令塔的役割を担っており、特許事務所又は法律事務所を通じて知的所有権の調査・確認及び契約上の責任の限定

（損害賠償責任制限条項等）を随時行っております。現時点では、当社グループが第三者から他人の特許権、著作

権、商標権等の知的所有権の侵害を理由として、また取引先から当社グループの過失等による契約違反を理由とし

て、裁判上又は裁判外の損害賠償等の請求を受けたという事実は存在しません。しかしながら、IT産業における知的

所有権の調査・確認作業も煩雑化しており、また、想定されるトラブル事例も不足しているのが実情であります。こ

のため、当社グループの調査・確認作業の遅れ、不測のトラブル等により、当社グループが提供するサービス又は製

品及び当社グループが使用している著作物、商標等に関して第三者から知的所有権の侵害を理由とする裁判上又は裁

判外の損害賠償請求又は差止請求を受ける可能性があります。また、当社グループが提供する各種サービス及び製品

に起因する知的所有権侵害があり且つ契約に損害賠償責任制限条項がないときには間接損害まで含めた多額の損害賠

償請求を受ける可能性があります。

 

(11) 情報管理について

　当社グループの事業においては、その性格上、個人情報を含む顧客に関する機密情報を取り扱うケースが多くあり

ます。当社グループでは、これらの顧客情報について社内規程に基づく厳格な管理を行っており、過去に顧客情報の

重大な漏洩が起きた事実はありません。また、これらに起因する損害賠償請求を受けた事実もありません。しかし、

今後、顧客情報管理について何らかの問題が生じた場合には、損害賠償責任の発生や当社グループに対する信頼の低

下により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(12) 投資有価証券等の減損処理の可能性について

　当社は、将来有望と思われるIT技術を有する企業や潜在的に大きな相乗効果が見込まれる顧客企業・協力企業等と

の間では、業務上の関係のみならずより強固な関係を構築するため、当該企業へ直接または間接に投資（株式等の取

得）を行っています。このような活動は、将来の相乗効果の発現による当社資産価値増大を通じてより多くの果実を
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当社グループにもたらす可能性がある反面、当初見込んでいた相乗効果が発現しない場合や、対象企業の事業の成長

性や収益性が期待通り実現しない場合には、株価や実質価額の下落等により取得した投資有価証券等について減損処

理が必要となる可能性があり、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

 

(13) 顧客との取引条件（サステナビリティ関連事項への対応）について

　当社グループの主な顧客層は一定の大規模事業者で構成されています。取引開始及び継続に当たっては、技能、価

格、信用面での評価に加え、近年、特に気候変動対応、人権労働問題対応、不公正取引対応などいわゆるサステナビ

リティ関連事項についても一定水準での対応が求められており、一部の顧客については努力義務ではなく実質遵守要

請となっております。当社グループにおいては、取締役会直下にサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリ

ティに関して当社グループが具体的に取り組むべき事業機会やリスクの把握、課題の検討、目標の設定、諸施策の決

定並びにその執行に関するモニタリング、開示を行いグループ全体で取り組みを進めておりますが、想定を超え顧客

からの要請水準が進んだ場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

経営成績等の状況の概要

　当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以

下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりです。

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融・通商政策動向やイラン情勢等様々なリスク要因はあるもの

の、好調な企業業績と良好な雇用環境、賃上げの持続により、2025年12月に日本銀行が30年ぶりに政策金利を0.75%

に引き上げるなどデフレからの脱却を果たし、概ね回復基調で推移しました。

　当社グループの事業ドメインであるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）コンサルティング市場において

は、社会経済活動全体のデジタル化への動きに加え、飛躍的な進歩を遂げるＡＩの利活用に対するニーズの高まりも

相まって、旺盛な需要が継続しております。これらの需要に適確に対応し顧客満足度の維持向上を図るため、当社グ

ループでは、採用、人材育成、処遇向上等の人的資本への積極的な成長投資を継続しました。また、ＡＩ駆動開発等

の新規サービスの開発や経営管理体制のさらなる強化を図り、今後の飛躍的な成長に向け経営基盤の整備を進めまし

た。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、以下のとおりとなりました。

売上高 16,600百万円（前連結会計年度比25.7％増）

営業利益 3,046百万円（前連結会計年度比16.1％増）

経常利益 3,063百万円（前連結会計年度比16.1％増）

親会社株主に帰属

する当期純利益
2,027百万円（前連結会計年度比23.9％増）

当連結会計年度の業績において、特筆すべき事項は以下のとおりです。

①売上高

　売上高は、前連結会計年度比3,396百万円増加（25.7％増）の16,600百万円となり、9期連続で過去最高を更新しま

した。サービス、情報通信、金融、自治体及び製造等を中心とする既存顧客からの旺盛な需要が継続したこと、新規

顧客からの需要が着実に増加していること、またコンサルタントの採用が概ね順調に推移したことが主な要因です。

②採用面

　コンサルタント数（注）は、前連結会計年度末比103名増加（16.9％増）の713名となりました。また、コンサルタ

ント数を含む当社グループ全体の従業員数は、前連結会計年度末比127名増加（18.3％増）の820名となりました。

採用体制の強化、エージェントとの連携強化を継続的に実施するとともに、今後の事業成長の加速を支えるマネジメ

ント層や管理部門の増強も積極的に行いました。

（注）コンサルタント数・・・コンサルティング事業に携わるコンサルタント数（当社グループへの出向者を含

み、当社グループ外への出向者を含まないコンサルタントの人数）

③販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益

　販売費及び一般管理費は、主に、マネジメント層や管理部門の増員・処遇向上に伴う人件費の増加に加え、コンサ

ルタントの増員とコンサルタント1人当たりの採用単価の上昇による採用費用の増加や、ブランディング活動の活発

化に伴う広告宣伝費の増加により、前連結会計年度比868百万円増加（32.3％増）の3,562百万円となりました。

　営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は、販売費及び一般管理費が前述のとおり大幅に増加し

たものの、売上高が前連結会計年度比25.7％増加したことに加え、単価・稼働・品質の管理徹底を継続したことか

ら、それぞれ前連結会計年度比423百万円増加（16.1％増）の3,046百万円、前連結会計年度比424百万円増加

（16.1％増）の3,063百万円、前連結会計年度比391百万円増加（23.9％増）の2,027百万円となり、いずれも過去最

高を更新しました。営業利益及び経常利益については14期連続で過去最高を更新しました。

④資産、負債及び純資産の状況

　総資産は、主に事業拡大による流動資産の増加により前連結会計年度末比2,148百万円（15.8％）増加の15,719百

万円となりました。

　負債は、賞与引当金等の増加により前連結会計年度末比61百万円（2.0％）増加の3,152百万円となりました。

　純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により、前連結会計年度末比2,087百万円（19.9％）増加の

12,566百万円となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末比1,323百万円

（18.5％）増加の8,460百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、1,994百万円（前連結会計年度比25.7％増）となりました。これは主に税金等調

整前当期純利益の計上3,063百万円、法人税等の支払額1,215百万円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、531百万円（前連結会計年度比139.1％増）となりました。これは主に敷金及び保

証金の差入による支出136百万円、有形固定資産の取得による支出390百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、140百万円（前連結会計年度比43.7％減）となりました。これは主に配当金の支

払額329百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入196百万円によるものです。
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生産、受注及び販売の実績

(1）生産実績

当社グループは単一セグメントであり、当連結会計年度における生産実績は次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2025年4月1日
 至　2026年3月31日）

前年同期比(％)

コンサルティング事業(百万円) 9,990 26.7

合計（百万円） 9,990 26.7

 

(2）受注実績

当社グループは単一セグメントであり、当連結会計年度における受注実績は次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　2025年4月1日
 至　2026年3月31日）

受注高
（百万円）

前年同期比
(％)

受注残高
(百万円)

前年同期比
(％)

コンサルティング事業 18,135 27.3 6,759 29.4

合計 18,135 27.3 6,759 29.4

（注）受注高及び受注残高は作業指示書入手済みの案件を記載しております。

 

(3）販売実績

当社グループは単一セグメントであり、当連結会計年度における販売実績は次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　2025年4月１日
至　2026年3月31日）

前年同期比（％）

コンサルティング事業（百万円） 16,600 25.7

合計（百万円） 16,600 25.7

（注）最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであり

ます。

相手先

 

前連結会計年度
（自　2024年4月１日
至　2025年3月31日）

 

 

当連結会計年度
（自　2025年4月１日
至　2026年3月31日）

 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

㈱パソナ 1,463 11.1 2,428 14.6
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経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。分析・検討

は、原則、前連結会計年度との対比で行っております。

　なお、文中における将来に関する記載は、当連結会計年度末現在（2026年3月31日現在）において判断したものであ

り、当社グループとしてその実現を約束するものではありません。

（1）経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社グループの展開する事業は、コンサルティング事業の単一セグメントです。中期経営計画等の策定・公表は行って

おりませんが、前述の「１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)目標とする経営指標」に記載のとおり、経常利

益とその中長期的成長を最重要視した経営を行っております。直近5連結会計年度の経常利益とその成長率の推移は下記

のとおりです。引き続き当該指標のさらなる中長期的成長に注力してまいる所存です。

＜直近5連結会計年度の経常利益とその成長率の推移＞

 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期

経常利益（百万円） 1,607 1,726 1,758 2,638 3,063

前連結会計年度比増減率
（％）

+13.2 +7.4 +1.9 +50.1 +16.1

 

(2）当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

　①経営成績

＜当連結会計年度の経営成績＞

売上高 16,600百万円（前連結会計年度比25.7％増）

営業利益 3,046百万円（前連結会計年度比16.1％増）

経常利益 3,063百万円（前連結会計年度比16.1％増）

親会社株主に帰属

する当期純利益
2,027百万円（前連結会計年度比23.9％増）

（A)売上高

　売上高に重要な影響を与える主な要因は、顧客企業のIT投資動向等の市場動向、当社グループのコンサルタント数、コ

ンサルティング事業直接人員数及び当社グループの品質管理に適合したパートナー事業者の確保と認識しております。そ

の他の要因については前述の「３事業等のリスク」に記載のとおりです。

　売上高は、前連結会計年度比3,396百万円増加（25.7％増）の16,600百万円となり、9期連続で過去最高を更新しまし

た。主な要因は、採用活動に注力しコンサルタント数が前連結会計年度末比103名純増したこと、既存顧客が推し進める

ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）さらにはＡＸ（ＡＩトランスフォーメーション）投資の拡大を背景に、当社

グループが得意とするAI等の先端IT技術を駆使したデジタル戦略立案支援、業務・システム変革支援、プロジェクトマネ

ジメント支援等の高付加価値サービスの受注が堅調に推移したこと及びこれら高付加価値サービスの受注単価が堅調に推

移したことにあると分析しております。コンサルタント数（期末人数）、コンサルティング事業直接人員数（期末人数）

及び外注費の推移は下記のとおりです。

＜コンサルティング事業直接人員数（期末人数）及び外注費の推移＞

 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期

コンサルティング事業直接人員数（期末人数）※1 550 632 741

　（内）コンサルタント数（期末人数）※1 529 610 713

外注費(百万円）※2 － 1,203 1,967

※1 当連結会計年度の当社グループの業績は、前連結会計年度末のコンサルティング事業直接人員数及びその内数として

のコンサルタント数の多寡にも影響を受けることから、上表では直近3連結会計年度の各期末人数を記載しております。

※2 外注費については、売上高に対応する外注費のみ記載しております。

（B)営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益

　各利益項目に重要な影響を与える主な要因は、前述の売上高の要因に加え、採用活動の進捗度や適正且つ効率的なプロ

ジェクトの品質管理活動と経営管理活動の徹底にあると認識しております。その他の要因については前述の「３事業等の

リスク」に記載のとおりです。

　営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は、それぞれ前連結会計年度比423百万円増加（16.1％増）

の3,046百万円、前連結会計年度比424百万円増加（16.1％増）の3,063百万円、前連結会計年度比391百万円増加（23.9％

増）の2,027百万円となり、いずれも過去最高を更新しました。営業利益及び経常利益については14期連続で過去最高を

更新しました。主な要因は、マネジメント層や管理部門の増員・処遇向上に伴う人件費の増加に加え、コンサルタントの

増員とコンサルタント1人当たりの採用単価の上昇による採用費用の増加や、ブランディング活動の活発化に伴う広告宣

伝費の増加により販売費及び一般管理費が前連結会計年度比868百万円（32.3％）増加した一方で、前述の売上高の増加
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に加え、プロジェクトの品質管理活動と経営管理活動の適正化・効率化を引き続き徹底し、効果的なプロジェクトの品質

管理や経営管理ができたことにあると分析しております。特に、プロジェクトの品質管理活動については、当社グループ

の信用創造の礎になる活動であるとの認識のもと、重層的な品質管理活動の徹底と不断の改善努力を続けております。ま

た、経営管理活動については、事業拡大に伴い業務量が増大するなか、優秀なマネジメント要員の獲得に加え、能力の専

門化・適材配置、ナレッジの共有化、業務のIT化やAI活用等を推し進めることにより、将来の事業拡大に備えつつ販売費

及び一般管理費を拡大局面においても適切に管理することにより利益額の増加に貢献しております。なお、販売費及び一

般管理費のうち採用費については、現状、人材採用は経営上の最重要事項の1つであり当社の採用水準を満たす人材につ

いては採用優先で事業運営を行っていることから、経営管理活動の持続的な生産性向上や効率化による利益貢献を目指す

他の営業費用項目とは経営管理手法が現状異なる費用項目となっております。

　前連結会計年度及び当連結会計年度のグループ全体の従業員数（期末人数）及び管理業務従事者数（期末人数）並びに

採用費を除く販売費及び一般管理費は下記のとおりです。

＜グループ全体の従業員数（期末人数）及び管理業務従事者数（期末人数）並びに採用費を除く販売費及び一般管理費＞

 2025年3月期 2026年3月期

グループ全体の従業員数（期末人数） 693 820

管理業務従事者数（期末人数） 61 79

　　　　従業員総数に対する割合（％） 8.8 9.6

採用費を除く販売費及び一般管理費(百万円） 2,253 2,714

　　　　対売上高比率（％） 17.1 16.4

 

②財政状態

　総資産は、主に事業拡大による流動資産の増加により前連結会計年度末比2,148百万円（15.8％）増加の15,719百万円

となりました。

　負債は、賞与引当金等の増加により前連結会計年度末比61百万円（2.0％）増加の3,152百万円となりました。

　純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により、前連結会計年度末比2,087百万円（19.9％）増加の12,566

百万円となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

①キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容について

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末比1,323百万円

（18.5％）増加の8,460百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、1,994百万円（前連結会計年度比25.7％増）となりました。これは主に税金等調整前

当期純利益の計上3,063百万円、法人税等の支払額1,215百万円等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、531百万円（前連結会計年度比139.1％増）となりました。これは主に敷金及び保証金

の差入による支出136百万円、有形固定資産の取得による支出390百万円等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、140百万円（前連結会計年度比43.7％減）となりました。これは主に配当金の支払額

329百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入196百万円によるものです。

②資本の財源及び資金の流動性について

（A)資金需要について

　現在の当社グループの事業活動に伴う資金需要としては、運転資金需要と投資資金需要があります。運転資金需要の主

な内容は、従業員への給与、パートナー企業への外注費、従業員の採用費、オフィスの賃借料、その他の販売費及び一般

管理費の支払いです。また、投資資金需要としては、主に先端IT技術の取り込みや事業拡充を目的とした資本提携資金や

M&A資金などがあります。

（B）財務政策及び株主還元の基本方針について

　当社グループの基本的な財務政策については、当社グループが支援する顧客企業には各業界を代表する大規模事業者様

や社会的に重要な機能を担っている事業体が多く含まれ、また当社グループは当該顧客企業の競合優位性を直接支えるIT

関連業務に深く関与するケースが多いことから、当社グループの財務上最も重視すべき事項は「安定性」であると認識し

ており、この認識に基づき比較的厚めの自己資本を保持する方針を採っております。

　当面の運転資金や投資資金需要については、安定的に創出される営業キャッシュ・フローと手許流動性で十分対応でき

るものと想定しておりますが、特にM&A資金等の中長期的な資金で且つ自己資金で十分対応できないケースでは、前述の

財務政策の方針に基づき、財務の安定性・健全性を中心に資本の効率性をも考慮しつつ機動的に間接金融及び直接金融に
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よる調達を実施していく予定です。なお、当連結会計年度末の現金及び預金残高は8,460百万円、有利子負債残高はゼロ

です。

　当社グループの株主還元に関する考え方は次のとおりです。企業経営における戦略的IT投資の重要性が増しており、当

社グループのコンサルティング事業は重要な成長局面にあると同時に事業成長機会が潜在的に多数存在していると認識し

ております。このため、配当性向を20％～30％とする業績連動型の配当による株主還元と株価動向等を踏まえた機動的な

自己株式取得を通じた株主還元を維持しつつ、手許流動性をできるだけ高め、コンサルティング事業の拡充と有望なIT技

術や企業体への機動的な成長投資による企業価値向上を通じた株主還元を最重要視する方針を当面採ってまいります。

 

(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社グループの財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成しています。こ

の財務諸表の作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額並びに開示に影響を

与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断しています

が、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

　当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び「第５経理の状況 ２財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な会計

方針」に記載しておりますが、特に以下に示す重要な会計方針が財務諸表における重要な見積りの判断に大きな影響を及

ぼすと考えております。

 

①重要な資産の評価基準及び評価方法

　当社グループでは、将来有望と思われるIT技術を有する企業や潜在的に大きな相乗効果が見込まれる企業に対し戦略的

な投資を行う場合がありますが、その他有価証券のうち市場価格のない株式等以外のものについては、決算期末日の市場

価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により、市場

価格のない株式等については、移動平均法による原価法により評価しております。

　その他有価証券については、株式相場の下落や投資先企業の業績不振等により時価又は実質価額が著しく下落した場合

には、回復する見込みがあると認められる場合を除き、当該時価又は実質価額まで減損処理を行う可能性があります。

 

②重要な引当金の計上基準

（A)受注損失引当金

　当社グループでは、手持ち受注プロジェクトのうち当連結会計年度末で将来の特定の損失の発生可能性が高く、かつ、

その金額を合理的に見積ることができるプロジェクトについては、連結会計年度末以降に発生が見込まれる損失について

引当計上しております。当社グループでは、プロジェクトのリスク管理を経営上の最重要課題として位置づけ、各子会社

の担当事業部及び品質管理の専門部署を中心にリスクの把握とその解決手段に関する知識・経験の蓄積に注力していま

す。上記の引当金の計上についても蓄積した知識と経験に基づく最も合理的な数値を算出するよう最善の注意を払ってお

りますが、実際のプロジェクトで発生した損失額が、見積額と異なる場合には引当金の追加計上等が必要になる場合があ

ります。

 

（B)品質保証引当金

　当社グループでは、プロジェクトの契約不適合責任期間において、契約に従い顧客に対して無償で役務提供を実施する

場合があります。このような売上計上後の追加原価に備えるため、個別に追加原価の発生可能性を勘案し計算した見積り

額を品質保証引当金として計上しております。具体的には、契約不適合責任期間に対応する必要な工数を見積り、標準単

価を乗ずる方法によっております。当社グループでは、プロジェクトの品質管理を経営上の最重要課題の一つとし、受注

時から検収・納品まで最善の努力を傾けていますが、実際のプロジェクトで発生した契約不適合等による補修費用が見積

りと異なる場合には、引当金の追加計上が必要になる場合があります。
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５【重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

　当社グループにおけるコンサルティング事業の研究開発活動として、様々な技術テーマで技術検証活動を実施して

おり、この活動に伴う当連結会計年度の研究開発費の総額は67百万円です。内訳は、コンサルタントの人件費、経費

及び外部への委託費であります。なお、当社は単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しておりま

す。

主な活動テーマは以下の通りです。

（１）企業変革を実現する新たなコンサルティングサービス及び人材育成サービスの開発

（２）ソフトウェアアーキテクチャ・プラットフォーム構築ニーズに迅速に対応するための技術動向調査及び各ソ

リューションへのAI活用に向けた検証・設計
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

(1）主要な設備の新設

　当社グループでは、当連結会計年度において392百万円の設備投資を実施いたしました。(有形固定資産及び自

社利用のソフトウェア受入ベース数値)

　主な内訳は、パソコン、サーバー及びその周辺機器の購入によるものが93百万円、晴海本社増床に伴う建物附

属設備及び什器備品等の購入283百万円となっております。

　なお、これらの所要資金については自己資金で賄っております。

 

(2）主要な設備の除却・売却等

該当事項はありません。

 

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

　帳簿価額

従業員数
(人)建物附属設備

（百万円）

工具、器具及
び備品
（百万円）

ソフトウエア
（百万円）

合計
（百万円）

 

本社

(東京都中

央区)

 

コンサルティ

ング事業

建物附属設備

及び情報機器

等

13 25 0 39 43

　（注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．上記ソフトウェアは主に自社利用のソフトウェアです。
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(2）国内子会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026年３月31日現在

会社名

 
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額

従業員数
(人)

建物附属設
備
（百万円）

工具、器具
及び備品
（百万円）

ソフトウエ
ア
（百万円）

合計
（百万円）

ＵＬＳコ

ンサル

ティング

㈱

 

本社

(東京都中

央区)他１

事業所

 

コンサル

ティング

事業

建物附属

設備及び

情報機器

等

97 208 － 306 698

ピース

ミール・

テクノロ

ジー㈱

 

本社

(東京都中

央区)

 

コンサル

ティング

事業

建物附属

設備及び

情報機器

等

31 30 － 62 34

ピース

ミール・

テクノロ

ジー㈱

 

札幌事業

所

(北海道札

幌市中央

区)

 

コンサル

ティング

事業

建物附属

設備及び

情報機器

等

1 3 － 4 37

㈱アーク

ウェイ

 

本社

(東京都中

央区)

 

コンサル

ティング

事業

情報機器

等
－ 1 － 1 8

　（注）現在休止中の主要な設備はありません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設

　    設備の新設等の計画はありません。

(2）重要な設備の除却

　設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 232,000,000

計 232,000,000

　（注）2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行い、発行可能株式総数は208,800,000株増加

し、232,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2026年3月31日）

提出日現在発行数（株）
（2026年6月17日）

上場金融商品取引所名又は登録認
可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 63,853,000 63,855,000
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

計 63,853,000 63,855,000 － －

　（注）１．2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数は57,423,600株増加

し、63,804,000株となっております。

２．「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第11回新株予約権

決議年月日
2021年3月31日取締役会決議及び2021年4月28日取締役

会決議

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の従業員　　　　　　3

当社子会社の取締役　　　3

当社子会社の従業員　　 36

新株予約権の数（個）（注）1 2,312［2,310］

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）（注）1
普通株式　2,312,000［2,310,000］（注）2、8

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）1 307,000（注）3、8

新株予約権の行使期間（注）1
自　2022年 7月 1日

至　2031年 4月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）1

発行価格　　　　310（注）4、8

資本組入額　　　155（注）5、8

新株予約権の行使の条件（注）1 （注）6

新株予約権の譲渡に関する事項（注）1
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注）1
（注）7

（注）１．当事業年度の末日（2026年3月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前

月末現在（2026年5月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を

［　］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

２．本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式1,000株

とする。付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本
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新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

３．１株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は金307円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

1

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既 発 行

株 式 数 ＋

新 規 発 行

株 式 数
×
１ 株 あ た り

払 込 金 額

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、「時価」とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日（取引が成

立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値（１円未満の端数は

切り上げる。）または割当日における当社普通株式の普通取引終値のいずれか高い金額とする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

４．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株あたり307円に、新株予約権の発行価額1株あたり3円（新株

予約権1個あたり3,000円）を合算しております。

５．資本組入額

（1）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

（2）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の資

本金等増加限度額から、上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)

に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各

条件に掲げる割合（以下「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満たした期に係

る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。

(a)2022年3月期から2026年3月期までに経常利益が21億円を超過した場合

行使可能割合： 10％

(b)2022年3月期から2030年3月期までに経常利益が24億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(c)2022年3月期から2030年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連

結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照するもの

とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権

者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

（2）上記6.（1）にかかわらず、2021年4月30日から2022年4月29日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,000円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合
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または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株予

約権を行使することはできない。

（3）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）

の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合において

も、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（6）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

７．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以

下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額

に、上記7.（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額

とする。

（5）新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」に準じて決定する。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（8）その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

（9）新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

（a）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分

割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締

役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

（b）新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株

予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会で別途定める日の到来をもって、未

行使の新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

８．2025年10月1日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権

の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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第13回新株予約権

決議年月日
2022年4月27日取締役会決議及び2022年5月25日取締役

会決議

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の従業員　　　　　　1

当社子会社の取締役　　　5

当社子会社の従業員　　　5

新株予約権の数（個）（注）1 927

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）（注）1
普通株式　927,000（注）2、8

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）1 383,000（注）3、8

新株予約権の行使期間（注）1
自　2023年 7月 1日

至　2032年 5月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）1

発行価格　　　　385.3（注）4、8

資本組入額　　　192.65（注）5、8

新株予約権の行使の条件（注）1 （注）6

新株予約権の譲渡に関する事項（注）1
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注）1
（注）7

（注）１．当事業年度の末日（2026年3月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年5月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在

に係る記載を省略しております。

２．本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式1,000株

とする。付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

３．１株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は金383円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

1

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既 発 行

株 式 数 ＋

新 規 発 行

株 式 数
×
１ 株 あ た り

払 込 金 額

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、「時価」とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日（取引が成

立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値（１円未満の端数は

切り上げる。）または割当日における当社普通株式の普通取引終値のいずれか高い金額とする。
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さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

４．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株あたり383円に、新株予約権の発行価額1株あたり2.3円（新

株予約権1個あたり2,300円）を合算しております。

５．資本組入額

（1）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

（2）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の資

本金等増加限度額から、上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)

に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各

条件に掲げる割合（以下「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満たした期に係

る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。

(a)2023年3月期から2027年3月期までに経常利益が25億円を超過した場合

行使可能割合： 10％

(b)2023年3月期から2031年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(c)2023年3月期から2031年3月期までに経常利益が32億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連

結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照するもの

とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権

者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

（2）上記6.（1）にかかわらず、2022年5月26日から2023年5月25日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,300円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合

または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株予

約権を行使することはできない。

（3）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）

の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合において

も、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（6）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

７．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以

下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
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（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額

に、上記7.（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額

とする。

（5）新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」に準じて決定する。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（8）その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

（9）新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

（a）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分

割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締

役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

（b）新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株

予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会で別途定める日の到来をもって、未

行使の新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

８．2025年10月1日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権

の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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第14回新株予約権

決議年月日
2023年3月29日取締役会決議及び2023年4月26日取締役

会決議

付与対象者の区分及び人数（名） 当社子会社の従業員　　　22

新株予約権の数（個）（注）1 685

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）（注）1
普通株式　685,000（注）2、8

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）1 329,000（注）3、8

新株予約権の行使期間（注）1
自　2024年 7月 1日

至　2033年 4月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）1

発行価格　　　　329.7（注）4、8

資本組入額　　　164.85（注）5、8

新株予約権の行使の条件（注）1 （注）6

新株予約権の譲渡に関する事項（注）1
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注）1
（注）7

（注）１．当事業年度の末日（2026年3月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年5月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在

に係る記載を省略しております。

２．本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式1,000株

とする。付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式交付または資本金の額の減少を行

う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は

適切に調整されるものとする。

３．１株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は金329円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

1

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに合併、会社分割、株式

交換、株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既 発 行

株 式 数 ＋

新 規 発 行

株 式 数
×
１ 株 あ た り

払 込 金 額

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、「時価」とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日（取引が成

立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値（１円未満の端数は

切り上げる。）または割当日における当社普通株式の普通取引終値のいずれか高い金額とする。
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さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割、株式交換もしくは

株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的

な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

４．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株あたり329円に、新株予約権の発行価額1株あたり0.7円（新

株予約権1個あたり700円）を合算しております。

５．資本組入額

（1）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

（2）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の資

本金等増加限度額から、上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権者は、下記の(a)、(b)に掲げる各時期までに当社の株式報酬費用控除前の経常利益が当該

(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞ

れ当該各条件に掲げる割合（以下「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満たし

た期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。

(a)2024年3月期から2032年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が32億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(b)2024年3月期から2032年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が36億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における株式報酬費用控除前の経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券

報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経

常利益に同報告書に記載されるキャッシュ・フロー計算書における株式報酬費用を加算した金額を参照

するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合に

は、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各

新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数と

する。

（2）上記6.（1）にかかわらず、2023年4月27日から2024年4月26日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,800円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合

または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株予

約権を行使することはできない。

（3）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項において規定される関係会社

をいう。）の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合

においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（6）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

７．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以

下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
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（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額

に、上記7.（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額

とする。

（5）新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」に準じて決定する。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（8）その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

（9）新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

（a）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分

割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画につ

いて株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当

社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得すること

ができる。

（b）新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株

予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会で別途定める日の到来をもって、未

行使の新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

８．2025年10月1日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権

の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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第15回新株予約権

決議年月日
2025年3月26日取締役会決議及び2025年4月30日取締役

会決議

付与対象者の区分及び人数（名）

当社の取締役　　　　　　1

当社の従業員　　　　　　1

当社子会社の取締役　　　2

当社子会社の従業員　　 28

新株予約権の数（個）（注）1 1,270

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）（注）1
普通株式　1,270,000（注）2、8

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）1 501,000（注）3、8

新株予約権の行使期間（注）1
自　2026年 7月 1日

至　2035年 4月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）1

発行価格　　　　501.6（注）4、8

資本組入額　　　250.8（注）5、8

新株予約権の行使の条件（注）1 （注）6

新株予約権の譲渡に関する事項（注）1
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注）1
（注）7

（注）１．当事業年度の末日（2026年3月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年5月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在

に係る記載を省略しております。

２．本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式1,000株

とする。付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式交付または資本金の額の減少を行

う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は

適切に調整されるものとする。

３．１株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は金501円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

1

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに合併、会社分割、株式

交換、株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既 発 行

株 式 数 ＋

新 規 発 行

株 式 数
×
１ 株 あ た り

払 込 金 額

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
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また、「時価」とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日（取引が成

立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値（１円未満の端数は

切り上げる。）または割当日における当社普通株式の普通取引終値のいずれか高い金額とする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割、株式交換または株

式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な

範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

４．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株あたり501円に、新株予約権の発行価額1株あたり0.6円（新

株予約権1個あたり600円）を合算しております。

５．資本組入額

（1）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

（2）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の資

本金等増加限度額から、上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権者は、下記の(a)、(b)に掲げる各時期までに当社の株式報酬費用控除前の経常利益が当該

(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞ

れ当該各条件に掲げる割合（以下「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満たし

た期に係る有価証券報告書の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。

(a)2026年3月期から2034年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が43億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(b)2026年3月期から2034年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が50億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における株式報酬費用控除前の経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券

報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経

常利益に同報告書に記載される連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書を作成

していない場合、キャッシュ・フロー計算書）における株式報酬費用を加算した金額を参照するものと

し、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照

すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者

の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

（2）上記6.（1）にかかわらず、2025年5月1日から2026年4月30日までの期間において、東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合ま

たは無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株予約

権を行使することはできない。

（3）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項において規定される関係会社

をいう。）の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合

においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（6）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

７．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以

下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
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（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額

に、上記7.（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額

とする。

（5）新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」に準じて決定する。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（8）その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

（9）新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

（a）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分

割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画につ

いて株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当

社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得すること

ができる。

（b）新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株

予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会で別途定める日の到来をもって、未

行使の新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

８．2025年10月1日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権

の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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第16回新株予約権

決議年月日 2026年3月25日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数（名）

－［当社の取締役　　　　　　1］

－［当社の従業員　　　　　　4］

－［当社子会社の取締役　　　3］

－［当社子会社の従業員　　 45］

新株予約権の数（個）（注）1 －［3,030］

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）（注）1
－［普通株式　3,030,000（注）2］

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）1 －［495,000（注）3］

新株予約権の行使期間（注）1
－［自　2026年 4月30日］

－［至　2036年 9月30日］

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）1

－［発行価格　　　　499（注）4］

－［資本組入額　　　249.5（注）5］

新株予約権の行使の条件（注）1 －［（注）6］

新株予約権の譲渡に関する事項（注）1
－［譲渡による本新株予約権の取得については、当社

取締役会の決議による承認を要するものとする。］

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注）1
－［（注）7］

（注）１．当事業年度の末日（2026年3月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前

月末現在（2026年5月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を

［　］内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

２．本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式1,000株

とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含

む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整

は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式交付または資本金の額の減少を行

う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は

適切に調整されるものとする。

３．１株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は金495円とする。

＜行使価額の修正＞

行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、権利行使日（以下、「修正日」

という。）の株価終値に修正され、1円未満の端数を切り上げる（以下、「修正後行使価額」という。）。但

し、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は、当初行使価額を修正後行使価額とする。

上記に関わらず、2027年3月期から2036年3月期までに当社ののれん償却費及び株式報酬費用控除前の経常利

益が60億円を超過した場合（以下、「業績条件」という。）には、行使価額は当初行使価額に修正され、以

後、上記による修正は行わない。上記におけるのれん償却費及び株式報酬費用控除前の経常利益の判定にお

いては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成してい

ない場合、損益計算書）における経常利益に同報告書に記載される連結キャッシュ・フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書）におけるのれん償却費及び

株式報酬費用を加算した金額を参照するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を

及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書等の数値を直接参照することが適切ではないと当社取締

役会が判断した場合には、当社取締役会は合理的な範囲内で別途参照すべき指標を定めることができるもの

とする。なお、当該行使価額の当初行使価額への修正は、業績条件を達成した事業年度に係る有価証券報告

書の提出日の翌月1日から適用する。

＜行使価額の調整＞

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

調整による１円未満の端数は切り上げる。
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調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

1

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに合併、会社分割、株式

交換、株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既 発 行

株 式 数 ＋

新 規 発 行

株 式 数
×
１ 株 あ た り

払 込 金 額

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係

る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、「時価」とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日（取引が成

立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値（１円未満の端数は

切り上げる。）または割当日における当社普通株式の普通取引終値のいずれか高い金額とする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割、株式交換または株

式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な

範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

４．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株あたり495円に、新株予約権の発行価額1株あたり4円（新株

予約権1個あたり4,000円）を合算しております。

５．資本組入額

（1）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

（2）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の資

本金等増加限度額から、上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項において規定される関係会社

をいう。）の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合

においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（2）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（3）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（4）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

７．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以

下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額

に、上記7.（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額

とする。
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（5）新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」に準じて決定する。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（8）その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

（9）新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

（a）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分

割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画につ

いて株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当

社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得すること

ができる。

（b）新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株

予約権の行使ができなくなった場合は、当社は当社取締役会で別途定める日の到来をもって、未行

使の新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

第10回新株予約権

決議年月日
2016年3月31日取締役会決議及び2016年4月27日取締役

会決議

新株予約権の数（個）（注）1 600

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）（注）1 －

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）（注）1
普通株式　600,000（注）2、8

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）1 94,000（注）3、8

新株予約権の行使期間（注）1
自　2017年 7月 1日

至　2031年 4月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）1

発行価格　　　　　94.4（注）4、8

資本組入額　　　　47.2（注）5、8

新株予約権の行使の条件（注）1 （注）6

新株予約権の譲渡に関する事項（注）1
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

（注）1
（注）7

（注）１．当事業年度の末日（2026年3月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2026年5月31

日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在

に係る記載を省略しております。

２．本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式1,000株

とする。付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以

下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本

新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調

整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの

場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるもの

とする。

３．１株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は金94円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

1

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げ

る。
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既 発 行

株 式 数 ＋

新 規 発 行

株 式 数
×
１ 株 あ た り

払 込 金 額

調 整 後

行 使 価 額
＝ 調整前行使価額 ×

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数 ＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、「時価」とは、当該新株の発行または自己株式の処分の払込期日の属する月の前月の各日（取引が成

立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値（１円未満の端数は

切り上げる。）または割当日における当社普通株式の当社普通取引終値のいずれか高い金額とする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。

４．発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1株あたり94円に、新株予約権の発行価額1株あたり0.4円（新株

予約権1個あたり400円）を合算しております。

５．資本組入額

（1）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき

は、その端数を切り上げるものとする。

（2）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の資

本金等増加限度額から、上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

６．新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)

に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各

条件に掲げる割合（以下「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満たした期に係

る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。

(a)2021年3月期までに経常利益が13億円を超過した場合

行使可能割合： 10％

(b)2026年3月期までに経常利益が16億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(c)2026年3月期までに経常利益が20億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連

結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照するもの

とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権

者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

（2）上記6.（1）にかかわらず、2016年4月28日から2017年4月27日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合ま

たは無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株予約

権を行使することはできない。

（3）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）

の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合において

も、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（6）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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７．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下

「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以

下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額

に、上記7.（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額

とする。

（5）新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか

遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額」に準じて決定する。

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（8）その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

（9）新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

（a）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分

割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締

役会が別途定める日の到来をもって、未行使の本新株予約権の全部を無償で取得することができ

る。

（b）新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株

予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、未

行使の新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

８．2025年10月1日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権

の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株)

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年4月 1日～

2022年3月31日

（注）１

2,000 6,169,800 0 849 0 839

2022年4月 1日～

2023年3月31日

（注）１

51,000 6,220,800 24 873 24 864

2023年4月 1日～

2024年3月31日

（注）１

8,000 6,228,800 3 877 3 867

2025年4月 1日～

2025年9月30日

（注）１

151,600 6,380,400 102 979 102 969

2025年10月1日

（注）２
57,423,600 63,804,000 － 979 － 969

2025年10月1日～

2026年3月31日

（注）１

49,000 63,853,000 10 990 10 980

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．株式分割（１：10）によるものであります。

３．2026年４月１日から2026年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,000株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ０百万円増加しております。

 

（５）【所有者別状況】

       2026年3月31日現在

区分

株式の状況（1単元の株式数100株）
単元未満
株式の状
況　(株)

政府及び
地方公共
団体

金融
機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個　人
その他

計
個人以外 個人

株主数（人) － 3 33 26 68 20 4,062 4,212 －

所有株式数

（単元）
－ 23,785 16,611 27,742 66,936 654 502,669 638,397 13,300

所有株式数

の割合

（％）

－ 3.73 2.60 4.35 10.49 0.10 78.74 100 －

　(注)自己株式7,276,620株は、「個人その他」に72,766単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれております。
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（６）【大株主の状況】

  2026年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数
に対する所有株式数
の割合（％）

漆原　茂 東京都世田谷区 25,686,000 45.40

高橋　敬一 神奈川県横浜市中区 2,920,000 5.16

ULSグループ従業員持株会
東京都中央区晴海1丁目8‐10　トリトンスク

エアタワーX14階
2,399,357 4.24

株式会社インテック 富山県富山市牛島新町5番5号 2,200,000 3.89

株式会社日本カストディ銀行（信

託口）
東京都中央区晴海1丁目8-12 1,207,500 2.13

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）

東京都港区赤坂1丁目8-1　赤坂インターシ

ティAIR
1,158,800 2.05

NORTHERN TRUST CO.（AVFC） RE

NON TREATY CLIENTS ACCOUNT

（常任代理人　香港上海銀行東京

支店）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14

5NT, UK

（東京都中央区日本橋3丁目11-1）

910,200 1.61

小野寺　大造 東京都豊島区 647,600 1.14

馬場　由美子 神奈川県横浜市磯子区 616,500 1.09

BBH FOR GRANDEUR PEAK GLOBAL

OPPORTUNITIES FUND

（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀

行）

225 PICTORIA DRIVE, SUITE 450,

CINCINNATI, OH, 45246 U. S. A.

（東京都千代田区丸の内1丁目4番5号）

489,950 0.87

計 － 38,235,907 67.58

（注）１．当社は自己株式（7,276,620株）を保有しておりますが、上記大株主の状況からは除外しております。

２．2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年3月31日現在

区　　　　　　　分 株　式　数　(株) 議決権の数(個) 内　　　　　　容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 7,276,600 － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 56,563,100 565,631 －

単元未満株式 普通株式 13,300 － －

発行済株式総数  63,853,000 － －

総株主の議決権  － 565,631 －

 

②【自己株式等】

    2026年3月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式
数（株）

他人名義
所有株式
数（株）

所有株式
数の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

ＵＬＳグループ

株式会社

東京都中央区晴海

一丁目8番10号晴海

アイランドトリト

ンスクエアオフィ

スタワーⅩ棟14階

7,276,600 － 7,276,600 11.40

計 － 7,276,600 － 7,276,600 11.40
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 - - - -

消却の処分を行った取得自己株式 - - - -

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係

る移転を行った取得自己株式
- - - -

その他

（　－　）
- - - -

保有自己株式数 7,276,620 - 7,276,620 -

（注）当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までに取得した自己株式数は

含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社では、株主の皆様への利益還元は最も重要な経営課題の一つとして認識しております。この認識に基づき、当社

は、長期保有の株主様への積極的な利益還元策として配当性向を20％～30％とする業績連動型の配当政策を採用してお

ります。自己株式の取得についても機動的な資本政策の手段を確保することを主たる目的として、2008年3月期から実

施しております。今後とも株価等の動向を考慮して自己株式の取得を行うことで、配当実施とともに株主利益の最大化

に努めていく所存です。

　また、内部留保資金の使途については、コンサルティング事業の拡充と有望なIT技術や企業体への機動的な成長投資

に活用してまいります。

　当社の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当社

は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款で定めておりま

す。

　当連結会計年度の業績は、後記連結財務諸表にも記載のとおり親会社株主に帰属する当期純利益が2,027百万円と

なったため、2026年3月期の期末配当は、1株当たり7円30銭（連結配当性向20.2％）で実施したく、2026年6月25日開催

予定の第26回定時株主総会の決議事項としております。

　なお、第26期（当連結会計年度）に係る剰余金の配当は以下とおりです。

決議年月日 配当金の総額 １株当たり配当額

2026年６月25日
413百万円 7円30銭

定時株主総会決議（予定）
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループでは、第２「事業の状況」１「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」（１）「会社の経

営の基本方針」に記載の経営理念及び経営基本方針に基づく企業経営により、当社グループが中長期の持続的

企業価値成長を実現し且つ株主、取引先、従業員等のステークホルダーをはじめ社会一般からも信頼される企

業集団であり続けるためには、成長ステージに応じた実効性あるコーポレート・ガバナンス体制の構築と内部

統制の整備が不可欠であると認識しております。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　上記の基本的な考え方に基づき、当社は、機関設計として委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委

員会を有し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有する監査等委員会設置会社を採用し、取締役会

による意思決定及びこれに基づく代表取締役2名及び監査等委員でない取締役1名による業務執行につき、業務

執行組織内においては内部監査室が、業務執行組織外においては監査等委員会（総数3名、うち2名が独立社外

取締役）及び会計監査人が公正且つ客観的な視点から、実効性ある監督・監査を行う仕組みを企業統治の体制

としております。

　内部統制については、当社取締役会が当社グループの内部統制基本方針を策定し、これに基づいて当社及び

当社子会社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。また、多様化、複雑化するリスクに対応

するため、サステナビリティ経営の観点での諸施策の策定・モニタリングを行う「サステナビリティ委員

会」、情報資産のセキュリティマネジメントに関する諸施策の策定・モニタリングを行う「情報セキュリティ

委員会」等の専門委員会を設置し運営しております。

　現在の当社グループの事業内容や事業規模に照らして、監査等委員会、会計監査人及び内部監査室が連携す

ることにより、経営意思決定及びこれに基づく業務執行に対して公正且つ客観的な視点から実効性ある監督・

監査機能を発揮することができると判断したことが現企業統治の体制採用の理由であります。

　当社グループのコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の概要は下図のとおりです。

(2026年6月17日現在）

 

 

 

 

（a）取締役会
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　当社の取締役会は独立社外取締役2名を含む取締役6名で構成されており、その内訳は、監査等委員でな

い取締役3名（議長・代表取締役社長1名（横山芳成氏）、代表取締役会長1名（漆原茂氏）、取締役CFO1名

（高橋敬一氏））及び監査等委員である取締役3名（常勤監査等委員1名（犬伏靖氏）、独立社外取締役2名

（唐津真美氏、増成由佳氏））です。取締役会は、当社及び当社グループの経営上の意思決定機関とし

て、取締役会規則に従って、当社及び当社グループの経営方針や経営戦略、事業計画、重要な組織や人事

などの経営上の重要事項について審議し意思決定を行うほか、業務執行の監督機関として当社及び子会社

からの事業進捗等の報告を通じて業務執行の監督を行なっております。取締役会は、毎月1回と毎四半期決

算に1回の年16回の定時会のほか、必要に応じて臨時会を随時開催しております。

 

（b）監査等委員会

　監査等委員会は、独立社外取締役2名を含む監査等委員3名で構成されており、その内訳は、常勤監査等

委員（議長）である取締役1名（犬伏靖氏）と独立社外取締役2名（唐津真美氏、増成由佳氏）でありま

す。常勤監査等委員は、全ての子会社の監査役を兼務しております。監査等委員会は、当社の監督・監査

機関として、監査等委員会規則に基づき当社及び当社グループの監査の方針や監査計画の策定及びその他

監査に関する重要事項について意思決定を行うとともに、当社及び子会社の取締役会及び重要な会議体へ

の出席、内部監査室等の関連部署や会計監査人との連携により業務執行状況の監督・監査を適宜実施して

おります。監査等委員会は、毎月1回の定時会のほか、必要に応じて臨時会を随時開催しております。

 

※当社では、監査等委員でない取締役、監査等委員である取締役及び独立社外取締役の選任基準を定め、

各取締役候補の決定に際しては、各取締役の職務遂行に必要な能力や法務上・規制上の要件を加えて、国

籍、性別、年齢などに関わらない多様性にも配慮し候補者を決定し、株主総会に上程しております。な

お、監査等委員でない取締役の任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年であります。

※当社では、取締役に対するトレーニングの方針を定め、各取締役が職務を全うするため必要な知識の習

得・知識の更新の機会を提供しております。

 

なお、各取締役のスキル・マトリックスは下表のとおりです。

 

 

 

EDINET提出書類

ＵＬＳグループ株式会社(E05521)

有価証券報告書

 53/125



 

（c）内部監査室

　内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として設置しており、内部監査規程に基づいて、リスクアプ

ローチの考え方に基づき当社グループの内部統制の有効性の評価、分析、改善指導等を定期的には年2回、

また必要性に応じて随時行っております。また、監査結果は代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会

に直接報告（デュアルレポーティングライン）されています。

 

（d）会計監査人

　会計監査人については、監査等委員会が策定した選定方針に基づき、会計監査人を選任し、会計及び財

務報告に係る内部統制の適正及び適法性について独立の第三者としての視点から助言・指導及び監査を受

けております。会計監査人と当社の間には特別な利害関係はありません。

 

③　企業統治に関するその他の事項

当社取締役会が当社グループの内部統制基本方針を策定し、これに基づいて当社及び当社子会社の業務の適正を

確保するための体制を次のとおり整備しております。

（a）当社及び子会社の役員及び社員（以下、「役職員」という）の職務執行が法令・定款に適合することを確

保するための体制

当社は、当社及び子会社の役職員が職務の執行に当たり遵守すべき規範として、ＵＬＳグループ行動原則

を制定し、同行動原則をもって法令・定款及び社内規程を遵守した行動をとるための行動規範を定めま

す。当社及び子会社の代表取締役社長は、当該行動原則の趣旨を積極的に役職員に伝えることにより、法

令・定款等の遵守を企業活動の前提とすることを徹底します。また、その徹底を図るため、当社の法務部

を当社及び子会社のコンプライアンスの取り組み推進の統括部署とし、同部を中心に、当社及び子会社の

役職員教育を行います。当社の内部監査室は、法務部と連携して必要に応じてコンプライアンスの状況を

監査し、その状況は当社の代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に適宜報告されます。

さらに、当社及び子会社の役職員からのコンプライアンス違反行為又はそのおそれのある行為に関する通

報について適切に処理を行うため、内部通報規程を定めるとともに、通報先を外部（弁護士事務所）とす

るヘルプライン（内部通報窓口）を設置しております。
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（b）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録するとともに、所定の期

間、取締役、監査等委員及び監査法人が閲覧できるよう保存します。

 

（c）当社及び子会社損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社のリスク管理規程に従い、当社及び子会社の事業で想定されるリスクのカテゴリー別に責任者を定

め、当社の代表取締役社長を当社及び子会社全体のリスクに関する統括責任者として任命し、当社取締役

会において当社及び子会社全体の経営上のリスクの一元的な把握・管理を行います。また、個々のリスク

の管理の状況の確認については、当社及び子会社における各組織が規程に従って適正に業務を運用してい

るか否かを当社の内部監査室がリスクアプローチの考え方に基づき監査し改善点等を指摘し、その結果を

当社の代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告するほか必要に応じて監査法人とも共有し、重

要な事項については当社及び子会社の取締役会において改善策を審議・決定します。

 

（d）当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社及び子会社の取締役会は、役職員が共有する経営計画を定めます。そして、各業務担当取締役は、職

務分掌規程及び職務権限規程等の会社の権限分配・意思決定ルールに基づいてその所管する組織及び子会

社による効率的な目標達成の方法を設定し実施します。また、当社及び子会社の取締役会ではプロジェク

ト管理システム（PAS)等のITツールの利用や、各担当取締役を通じて定期的な予算実績差異分析の報告及

び随時の事業進捗報告を受けること等により、当社及び子会社の業務の進捗状況や損益状況を適宜レ

ビューし、目標未達成や進捗遅れが生じた場合には要因分析や対策立案について当社及び子会社の取締役

会で協議し迅速に問題を解消することにより当社及び子会社全体の業務の効率化を実現する体制を構築し

ております。

 

（e）当社及び子会社からなる企業集団（以下、「当社グループ」という）における業務の適正を確保するため

の体制

当社グループ全体で業務の適正性を確保するため、当社が主体となって当社グループの方向性を決定し、

業務の重要性に応じて子会社の業務手続についても当社にて規程化を行うとともに、これに基づく重要な

業務執行については、取締役会規則に基づき当社取締役会に報告するものとします。また、その業務の適

正性については内部監査室による内部監査を通じて確認しております。

 

（f）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

内部監査室を監査等委員会の監査を補助する組織とし、内部監査室長又は内部監査室長が指名する内部監

査室員を監査等委員の職務を補助すべき使用人（以下、「監査等委員会補助者」という）とします。監査

等委員会補助者は監査等委員との協議により、内部監査とは別に監査等委員会の指示した事項の監査を行

いその結果を当該監査等委員会に報告します。

 

（g）監査等委員会補助者の当社の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会補助者の人事異動及び懲戒については、人事担当取締役は監査等委員会に対して事前の報告

を行い、その承認を得るものとします。また、監査等委員会補助者は、監査等委員会の指示があった場合

には、監査等委員会監査のために必要な監査を行い、当該監査等委員会が指示した監査業務についてはそ

の業務の遂行上、監査等委員会補助者は、監査等委員でない取締役の指示等を受けてはならないものとし

ます。

 

（h）監査等委員会の監査等委員会補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項

内部監査室長は監査等委員会の監査計画に基づき、必要に応じてその補助のための業務計画を作成し、常

勤監査等委員を中心とした監査等委員の適宜の指示のもとに人員工数を適宜に重点投入して、監査等委員

会補助者が実効的な監査補助を行える条件を整備します。

 

（i）監査等委員会への報告に関する体制

当社及び子会社に係る重要事項については、当社取締役会規則に基づき、監査等委員が出席する取締役会

に適宜報告がなされ、監査等委員会にも共有される体制を構築しております。また、当社は子会社に対し

て常勤監査等委員を監査役として派遣し、子会社の取締役及び従業員の職務執行にあたって生じた経営上

の重要事項については当社監査等委員会に報告が上げられる体制とします。更に、社外の弁護士事務所に

設置した当社グループのヘルプライン（内部通報窓口）と常勤監査等委員との連携を通じて、当社及び子

会社の役職員からコンプライアンス違反行為又はそのおそれのある行為に関する情報を収集する体制を構

築しております。
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（j）ヘルプライン（内部通報窓口）利用者が当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けないこ

とを確保するための体制

通報先を社外（弁護士事務所）とする当社グループのヘルプライン（内部通報窓口）は、当社の内部通報

規程に基づき設置され、通報を受けた弁護士事務所の担当者（弁護士）は、通報者の明示的な同意がない

限り、通報者を特定し得る情報を削除したうえで、常勤監査等委員と連携を行うなど情報管理を徹底する

とともに、同規程において、内部通報窓口利用者が内部通報窓口に通報又は相談した事実を理由として不

利益な取り扱いを行うことを禁じております。

 

（k）監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生

ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員会が弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対する助言又は調査等の事務委託或いは実地

監査のための出張旅費等、所要の費用を当社に請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員の職務

の執行に必要ではないと認められる場合を除き当社はこれを拒むことができず、また監査等委員会より前

払いの請求を受けた場合には金銭出納に関する社内規程に基づいてこれに応じることとします。

 

（l）その他当社の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査等委員は当社及び子会社にて開催される主要な会議に出席し、役員及び管理職社員との情報交換

を図ります。また、内部監査室との間で日常的な情報交換や監査等委員会監査における定期的なヒアリン

グを通じ、また監査法人との間で監査実施のつど情報交換を通じ、それぞれ連携を図ります。更に常勤監

査等委員は全ての子会社の監査役を兼務しており、子会社の業務、損益、リスク及びコンプライアンスに

関する情報を適宜把握します。このようにして収集された情報は監査等委員会に報告され独立社外取締役

である監査等委員との間で共有されたうえで、監査等委員会監査実施にあたっての重要な資料とします。

 

（m）金融商品取引法により求められる財務報告に係る内部統制体制構築に関する諸施策

当社は、上場企業として、金融商品取引法により要求される内部統制体制につき、所管部門を当社財務経

理部に定め、当該内部統制体制の適切な整備・運用を図っています。その体制の整備・運用状況の有効性

評価のため、当社内部監査室は内部監査計画に基づき定期的に内部統制監査を実施するとともに、監査法

人が当該内部統制監査の内容を監査しその有効性の評価結果に意見を表明することで、当社における財務

報告に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を実質的且つ客観的に担保しております。

 

（n）その他コーポレート・ガバナンスに関する定款上の規定

その他、当社はコーポレート・ガバナンスに関して以下の内容を定款で定めております。

ⅰ．取締役の定数

　当社の監査等委員でない取締役は、3名以上5名以下とする旨を定款に定めております。

　当社の監査等委員である取締役は、3名以上5名以下とする旨を定款に定めております。

ⅱ．取締役の選任・解任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定め

ております。また、取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数

を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

ⅲ．自己の株式の取得

　当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため市場取引等により自己の

株式を取得することを目的とし、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式

を取得することができる旨を定款に定めております。

ⅳ．中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の

決議をもって毎年9月30日を基準日とする中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

ⅴ．取締役及び会計監査人の責任免除等

　当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分発揮できるように、会社法第426条第1項の

規定により、同法第423条第1項の取締役（取締役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度にお

いて取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

　また、当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び会計監査人との間で会社法第423条

第1項に基づく損害賠償責任について同法第427条第1項に定める要件に該当する場合に損害賠償責任を限定

する旨の責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めております。

ⅵ．株主総会の特別決議要件
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　当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、定款に別

段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出

席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

（o）監査等委員である取締役との責任限定契約の内容の概要

当社と監査等委員である取締役 唐津真美氏及び増成由佳氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限

度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

 

（p）会計監査人との責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額で

あります。

 

（q）役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、2025年７月に会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、社外派遣役員、管理職従業

員並びに相続人（保険期間中に退職した役員も含む）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

当該保険契約により被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を

含む）等に起因して、被保険者が被る損害が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行

の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の犯罪行為または故意による法令違反等の場合には塡

補の対象としないこととしております。なお、当該契約は、2026年７月に更新される予定です。

 

 ④会社の支配に関する基本方針について

　当社は、当社グループの事業ドメインである顧客の「戦略的IT投資領域」への高付加価値サービスを通

じて顧客満足度を向上させることにより、中長期の持続的企業価値成長を実現することを基本的な経営方

針としております。従って、当社の業務の遂行には、「戦略的IT投資領域」に精通した者が監査等委員で

ない取締役や業務執行者に就任し、事業の方針を決定し、業務執行体制を構築することが必要であり、こ

れによって初めて当社グループの中長期の持続的企業価値成長が図られるものと認識しております。以上

が当社における会社の支配に関する方針であります。

　現時点においては、第三者による買収行為に対し具体的な対応方針は特に定めておりませんが、上記の

方針に照らして、第三者による買収行為に対し必要性があると判断した場合には、社内外の専門家を含め

て検討したうえで適切な対応策を講じます。

 

⑤取締役会の活動状況

当事業年度における各取締役の取締役会への出席状況は以下のとおりです。

地位 氏名 出席状況（出席数/開催数）

代表取締役会長 漆原茂 100％（18回/18回）

代表取締役社長 横山芳成※1 100％（18回/18回）

取締役CFO 高橋敬一 100％（18回/18回）

取締役（常勤監査等委員） 犬伏靖 100％（18回/18回）

独立社外取締役（監査等委員） 唐津真美 100％（18回/18回）

独立社外取締役（監査等委員） 坂田政一※2 100％（4回/4回）

独立社外取締役（監査等委員） 増成由佳※3 100％（14回/14回）

※1 横山芳成氏の出席状況については、2025年6月25日に代表取締役社長に就任しているため、上記出席数

18回うち就任前4回は取締役として、就任後14回は代表取締役社長（議長）としての出席数となります。

※2 坂田政一氏の出席状況については、2025年６月25日退任以前の状況を記載しております。

※3 増成由佳氏の出席状況については、2025年６月25日就任以降の状況を記載しております。
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当事業年度の取締役会への主な付議・報告事項は次のとおりです。

分類 主な審議・検討事項

経営戦略、グループ事業進捗管理
事業計画（予算策定）、組織、投資判断、子会社・投資先

の事業進捗報告

サステナビリティ サステナビリティ関連諸施策の進捗報告

決算・財務・IR 決算報告、配当方針、株主・投資家関連報告

人事 役員人事、役員報酬、人事制度、新株予約権

コーポレートガバナンス、内部統制、

リスクマネジメント

内部統制関連規程、情報セキュリティ、内部監査、取締役

会実効性評価、他の会社役員兼任、役員等賠償責任保険契

約、責任限定契約、利益相反取引関連、内部通報
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性4名　女性2名　（役員のうち女性の比率33.33％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

代表取締役会長 漆原　茂 1965年2月24日生

1987年 4月 沖電気工業(株)入社

1989年 9月 スタンフォード大学 コンピューターシステム研究

所　客員研究員

1999年 4月 沖電気工業(株) システムソリューショングループ

2000年 4月 同社システムソリューションカンパニー

2000年 7月 当社代表取締役社長

2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役

2011年10月 ウルシステムズ（株）（現ULSコンサルティング

（株））代表取締役社長

2014年 9月 （株）ブレインパッド社外取締役

2020年 2月 （株）アークウェイ取締役

2020年 9月 同社代表取締役社長（現任）

2022年 5月 ウルシステムズ（株）（現ULSコンサルティング

（株））代表取締役会長

2025年 5月 同社取締役会長（現任）

2025年 6月 当社代表取締役会長（現任）

注4 25,686,000

代表取締役社長 横山　芳成 1974年1月4日生

1997年 4月 （株）NEC情報システムズ入社

2005年10月 当社入社

2011年10月 ウルシステムズ（株）（現ULSコンサルティング

（株））入社　事業開発部副部長

2013年 4月 同社事業開発本部副本部長

2016年 4月 同社テクノロジーサービス企画部長

2017年 4月 同社イノベーションセンター長

2018年 4月 同社テクノロジーサービス部長

2019年 4月 同社テクノロジーサービス本部長

2019年 5月 同社取締役

2022年 5月 同社代表取締役社長（現任）

2022年 6月 当社取締役

2025年 6月 当社代表取締役社長（現任）

注4 0

取締役CFO 高橋　敬一 1970年10月12日生

1994年10月 中央監査法人入所

1998年 4月 公認会計士登録

2000年10月 当社入社　ディレクター

2002年 6月 当社財務担当執行役員

2003年12月 当社取締役（現任）

2008年 1月 オープンソースCRM(株)取締役

2009年10月 ピースミール・テクノロジー(株)取締役（現任）

2011年10月 ウルシステムズ（株）（現ULSコンサルティング

（株））取締役（現任）

2011年10月 （株）ノーチラス・テクノロジーズ社外取締役

（現任）

2017年 2月 （株）オーシャンブリッジ取締役（現任）

2020年 9月 （株）アークウェイ取締役（現任）

注4 2,920,000

取締役

（常勤監査等委員）
犬伏　靖 1969年6月16日生

1990年 4月 沖電気工業（株）入社

2000年 9月 当社入社

2011年 4月 当社コンサルティング第三事業部長

2011年10月 ウルシステムズ(株)（現ULSコンサルティング

（株））入社　コンサルティング第三事業部長
2012年 4月 同社プロフェッショナルサービス第４本部長

2016年 4月 同社情報通信第一本部長

2017年 4月 同社ITイノベーション第４本部長

2021年 3月 同社ITイノベーション第３本部長

2022年 5月 ウルシステムズ（株）（現ULSコンサルティング

（株））監査役（現任）
2022年 5月 ピースミール・テクノロジー（株）監査役（現

任）
2022年 5月 （株）アークウェイ監査役（現任）

2022年 6月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

注5 180,000
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役

（監査等委員）
唐津　真美 1968年8月5日生

1996年 4月 弁護士登録

1996年 4月 東京永和法律事務所入所

1999年 2月 フレッシュフィールズ法律事務所入所

2005年 1月 骨董通り法律事務所入所　パートナー

2006年 6月 当社社外監査役

2016年 1月 骨董通り法律事務所　オブカウンセル

2018年 3月 高樹町法律事務所設立　パートナー（現任）

2018年 7月 (株)ウエディングパーク社外監査役

2021年 5月 セントラル警備保障（株）社外取締役

2021年 6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

2023年 5月 セントラル警備保障（株）社外取締役（監査等委

員）（現任）

注6 0

取締役

（監査等委員）
増成　由佳 1984年10月4日生

2011年 1月 弁護士登録

2011年 1月 小島国際法律事務所入所

2014年 7月 国広総合法律事務所入所

2023年 5月 牛込橋法律事務所入所

2024年 9月 白鳥橋法律事務所設立　代表弁護士（現任）

2025年 6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

注6 0

計 28,786,000
 
（注）１．取締役（監査等委員）唐津真美氏および取締役（監査等委員）増成由佳氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）唐津真美氏の戸籍上の氏名は山田真美であります。

３．代表取締役会長である漆原茂氏は、当社子会社である株式会社アークウェイの代表取締役社長を兼務しており

ます。また、代表取締役社長である横山芳成氏は、当社子会社であるULSコンサルティング株式会社の代表取

締役社長を兼務しております。当社は当該2社との間で役務提供等の取引関係があります。その他の取締役と

当社との間には、特別の利害関係はありません。

４．任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。

５．任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。

６．任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。
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②　社外役員の状況

　当社の取締役6名のうち社外取締役は2名（うち2名とも監査等委員）であります。また、当社は、当該社外取

締役2名について、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

　独立社外取締役は、経営や会計及び法律の分野における専門的知識や幅広い経験に基づき、会社経営から客

観的に独立した立場から経営に係る重要事項について意思決定を行なうとともに業務執行の監督を行ないま

す。このため、当社では独立社外取締役の選定基準を下記のとおり策定し運用しております。

（独立社外取締役選定基準）

①会社法に定める社外取締役の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たす者であるこ

と。

②財務・会計又は法律に関する高い専門性や企業経営に係る広い識見を有し、当社グループの中長期の持続

的な企業価値成長に資する経営監督機能の発揮が期待できる者であること。

　当社と独立社外取締役唐津真美氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関

係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼務先である高樹町法律事務所及びセントラル

警備保障株式会社と当社の間には一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係

その他の利害関係はありません。当社は同氏を、弁護士として長年にわたる企業法務分野での豊富な実務経験

と高い知見を活かし、当社取締役会の監督機能の強化等コーポレート・ガバナンスの強化に尽力いただくこと

を期待して、独立社外取締役として選任しております。

　当社と独立社外取締役増成由佳氏との間には、一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関

係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の兼務先である白鳥橋法律事務所と当社の間には

一般株主と利益相反の生じる恐れのある人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は同氏を、弁護士として内部通報制度の構築及び運営、ハラスメント事案対応、不正調査及び再発防止提

言等、企業におけるコンプライアンス体制の整備・機能向上に関する経験と知見を活かし、当社グループのコ

ンプライアンス体制の機能向上に尽力いただくことを期待して、独立社外取締役として選任しております。

　なお、当社はその事業規模や事業内容及び監査等委員でない取締役の員数に照らして、経営に対する独立的

立場からの公正かつ客観的な監督という社外取締役に求められる機能の実効性を確保する上で、社外取締役の

員数等、現在の社外取締役の選任状況は適切であると判断しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

門との関係

　当社の社外取締役2名は、独立役員且つ非常勤監査等委員であります。当社では内部監査室長又は内部監査室

長が指名する内部監査委員を社外取締役を含む監査等委員の職務を補助すべき使用人としています。社外取締

役は、監査等委員会への定期的な出席による常勤監査等委員との情報共有・意見交換、会計監査人との定期的

な面談等に加え、随時必要に応じた、担当取締役による取締役会の議案の事前説明、財務経理部等の内部統制

部門からの情報収集や内部監査室による監査状況・監査結果に関しての情報共有等の連携を実施しておりま

す。これらの連携に基づき、社外取締役は取締役会への出席、取締役等との意見交換を通じて、業務執行に対

する必要な監督・監査を実施しております。
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（３）【監査の状況】

①　監査等委員監査の状況

　当事業年度においては、監査等委員会設置会社として監査等委員会による監査を実施しました。監査等委員

会は、監査等委員3名で構成されており、その内訳は、常勤監査等委員（議長）1名と独立社外取締役2名であり

ます。常勤監査等委員は、全ての子会社の監査役を兼務しております。監査等委員会は、当社の監督・監査機

関として、監査等委員会規則に基づき当社及び当社グループの監査の方針や監査計画の策定及びその他の監査

に関する重要事項について意思決定を行うとともに、当社及び子会社の取締役会及び重要な会議体への出席、

内部監査室等の関連部署や会計監査人との連携により業務執行状況の監督・監査を適宜実施しております。

　当事業年度において監査等委員会は合計13回開催され、各監査等委員とも出席率は100%であります。

　また、当事業年度の監査等委員会における具体的な検討内容としては、内部統制システムの整備及び運用状

況を確認するための監査項目及び監査方法の検討、会計監査における監査上の主要な検討事項の検討、プロ

ジェクトにおける品質管理リスクを踏まえた管理体制の検討、コンプライアンス体制の機能向上を目的とした

内部通報制度の実効性に関する検討、当社グループが推進するサステナビリティ活動の推進課題に関する検討

等を行いました。

　このほか、常勤監査等委員の活動状況については、全ての子会社の取締役会への出席やサステナビリティ委

員会等の重要な会議体への出席、また内部監査室及び会計監査人との情報交換、取締役及び子会社取締役及び

子会社管理職社員との情報交換を通じて日常的に当社グループの内部統制の有効性の確認を行うとともに、他

の監査等委員との情報共有や意見交換を行っております。

　常勤監査等委員犬伏靖氏は、当社の常勤監査等委員及び連結子会社３社（ＵＬＳコンサルティング株式会

社、ピースミール・テクノロジー株式会社及び株式会社アークウェイ）の監査役として実務を経験しており、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

②　内部監査の状況

　当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置しております。内部監査室は、内部

監査室長１名で構成されており、内部監査規程に基づいて、リスクアプローチの考え方に基づき当社グループ

の内部統制の有効性の評価、分析、改善指導等を定期的には年2回、また必要性に応じて随時行っております。

また、監査の信頼性・実効性を担保するため、デュアルレポーティングラインを構築しており、監査計画時に

は、内部監査室長が監査等委員会との事前協議の上監査計画を立案し、社長がこれを承認することとし、内部

監査の結果は、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に直接報告され、内部監査室長から被監査部門に

対して要改善事項が伝達されます。被監査部門では部門長の責任において改善策が策定され具体的な対策が実

施されます。その改善状況については、内部監査室が継続的にレビューしております。また、監査等委員会及

び会計監査人は、内部監査の結果について内部監査室と情報共有を図っており、各々の監査業務の資料のひと

つとして活用しております。

 

③　会計監査の状況

a.　監査法人の名称

ひびき監査法人

 

b.　継続監査期間

　　４年間

 

c.　業務を執行した公認会計士

田中弘司氏

香取隆道氏

 

d.　監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査等の業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者１名であります。

 

e.　監査法人の選定方針とその理由

当社は、公開企業として必要な適正かつ公正な会計監査の実現という観点から、独立性に加え、高い品質と

信頼性を備えた監査を可能とする十分な人的・組織的体制を整備した監査法人を当社の会計監査人として選

定するとの方針を監査等委員会で決定しております。また、監査等委員会では、会社法第340条第１項各号

に定める事項に該当すると認められる場合には監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、会計監

査人の独立性、適格性を害するその他の事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合

には会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案することとしております。

 

f.　監査等委員会による監査法人の評価
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当社の監査等委員会は、監査法人による監査が、定期的な会計監査において、ヒアリングや資料の受領から

監査報告、改善確認に至る一連の監査プロセスを通じて、概ね適正かつ公正に実施されていると評価してお

ります。

 

④　監査報酬の内容等

a.　監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 22 － 22 －

連結子会社 － － － －

計 22 － 22 －

 

b.　監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（ａ.を除く）

該当事項はありません。

 

c.　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

d.　監査報酬の決定方針

当社は、会計監査人から提出される監査計画の内容や提供される会計監査サービスの品質等を勘案し、監査

等委員会の同意を得たうえで代表取締役が監査報酬を決定します。

 

e.　監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などに基づいて検討し

た結果、監査報酬につき概ね相当と認めて同意しております。
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（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

（a）役員の報酬の額等の決定に関する方針

当社は、2025年6月25日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員でない取締役の報酬等の決定基

本方針を決議しております。

a.優秀な人材の維持・確保が可能で且つ取締役としての職務を誇りをもって遂行する動機づけになり得る

水準であること。

b.基本報酬（固定報酬）に加え、会社の業績等に適度に連動した報酬制度（業績連動報酬等及び非金銭報

酬等）の導入により、当社グループの中長期の持続的企業価値成長に資する健全な企業家精神の発揮を

促進する報酬プログラムにより支給されるものであること。

また、監査等委員である取締役の報酬等については、高い独立性確保の観点から業績により変動する要素

を排除した固定月額報酬のみ支給することとしております。

（b）監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

a.基本報酬に関する方針

監査等委員でない取締役の報酬等（非金銭報酬等を除く）については、2025年6月25日開催の第25回定時

株主総会において、その限度額を各事業年度につき総額4億円以内（使用人兼務取締役は使用人分給与を

含まない）と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は、3名（う

ち、社外取締役については該当者なし）です。

監査等委員でない取締役個人別の基本報酬の算定方法の決定に関する方針については、当該株主総会で

承認された限度額の範囲内で、各取締役の役位、担当職務、専門性及び実績等並びに独立社外取締役の

助言等を踏まえ取締役会決議により各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上で、代表取締役社長に一

任して決定する方針としています。

b.業績連動報酬等に関する方針

監査等委員でない取締役の個人別の業績連動報酬等の算定方法の決定に関する方針については、上記の

a.基本報酬と併せて第25回定時株主総会で承認された監査等委員でない取締役報酬等の限度額の範囲内

で、独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会決議により各取締役の個々の報酬額の上限を定めた上

で、当社グループの経常利益の成長額の多寡に加え、成長投資の実施状況あるいは品質管理活動状況等

を総合的に勘案して、代表取締役社長に一任して決定する方針としております。

なお、業績連動報酬等に係る主要な業績指標は連結経常利益であり、その実績は2025年3月期は2,638百

万円、2026年3月期は3,063百万円であります。当該業績指標を選択した理由は、連結経常利益は期間収

益に対応している最終の利益項目であり、この成長は専門家集団としての当社グループの競争力の証で

あるとともに、株主を始めとする利害関係者への利益配分の源泉となる利益であるからです。

c.非金銭報酬等に関する方針

監査等委員でない取締役の個人別の非金銭報酬等については、2021年6月29日開催の第21回定時株主総会

において、監査等委員でない取締役の株式報酬型ストックオプションとして割り当てられる新株予約権

に関する報酬等の限度額を各事業年度につき総額3億円の範囲内（使用人兼務取締役は使用人分給与を含

まない）と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は、4名（うち、

社外取締役については該当者なし）です。

監査等委員でない取締役の個人別の報酬等のうち、非金銭報酬等の決定については、当該株主総会で承

認された限度額の範囲内で、独立社外取締役の助言等を踏まえ各取締役の個々の報酬額の上限を定めた

上で、中長期の視点で在任期間や中長期の経常利益の達成度合い等を総合的に勘案して取締役会で決定

する方針としております。

d.報酬等の割合に関する方針

基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の監査等委員でない取締役の個人別の報酬等

の額に対する割合の決定方針について、各取締役に対する中長期の企業価値成長に資する適切なインセ

ンティブ付与の観点から、基本報酬の額及び業績連動報酬等の額の割合については代表取締役社長が、

非金銭報酬等の額については付与する場合には取締役会での審議を経て取締役会が、それぞれ独立社外

取締役の助言等を踏まえ決定しております。

e.報酬等の付与の時期や条件に関する方針

基本報酬の額：代表取締役社長の決定に基づき毎月の支払

業績連動報酬等の額：代表取締役社長の決定に基づき毎事業年度の6月及び12月の支払い

非金銭報酬等の額：非金銭報酬等を付与する場合には、取締役会の決議に基づき3年―5年に1回程度で任

意の時期
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f.報酬等の決定の委任に関する事項

ⅰ当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当

　代表取締役社長　横山芳成

ⅱⅰの者に委任する権限の内容

基本報酬及び業績連動報酬等について、独立社外取締役の助言等を踏まえ取締役会で承認した各監査等

委員でない取締役の個々の報酬額の上限の範囲内で、具体的な個人別の報酬等の額を決定

ⅲ委任の理由

当社グループの中長期の企業価値成長に対する各取締役の貢献度について的確に評価を行うには代表取

締役社長が適任であると判断したためであります。

ⅳⅰの者によりⅱの権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容

該当事項はありません。

g.監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法

基本報酬の額及び業績連動報酬等の額について

独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会で承認した各監査等委員でない取締役の個々の報酬額の上

限の範囲内で、代表取締役社長の決定に基づき具体的な個人別の報酬等の額を決定

非金銭報酬等の額について

独立社外取締役の助言等を踏まえ、取締役会で承認した各監査等委員でない取締役の個々の報酬額の上

限の範囲内で、取締役会の決定に基づき具体的な個人別の付与額（個数等）を決定

（c）当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が会社法第361条第7項の方針に沿うものであると取締役

会が判断した理由

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定され

た報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判

断しております。

（d）監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

監査等委員である取締役の報酬等については、2021年6月29日開催の第21回定時株主総会においてその限度

額を各事業年度につき総額5,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である

取締役の員数は、3名（うち社外取締役については2名）です。監査等委員である取締役の報酬等は、高い

独立性確保の観点から業績により変動する要素を排除した固定月額報酬のみとし、株主総会で承認された

限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。

 

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

 

報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（人）固定報酬 業績連動報酬
ストック

オプション
退職慰労金

左記のうち、

非金銭報酬等

取締役（監査等委員及

び社外取締役を除く）
138 66 48 23 - 23 3

監査等委員（社外取締

役を除く）
13 13 - - - - 1

社外役員 7 7 - - - - 3

（注）取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等は、すべてストックオプション（「従業員等に

対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36号　平成30年１月12日）等

に準拠して株式報酬費用として計上したもの）であります。

 

③役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

EDINET提出書類

ＵＬＳグループ株式会社(E05521)

有価証券報告書

 65/125



（５）【株式の保有状況】

①　株式投資の区分の基準及び考え方

　当社では、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的とし

て保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区

分しております。

 

②　当社における株式の保有状況

　当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保

有会社）である当社の株式の保有状況については以下のとおりです。

 

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

　当社の政策保有株式の保有に関する方針については、当該政策保有株式の保有が、経済合理性及び保有意

義の観点から当社グループの中長期的な企業価値成長に資すると判断される場合を除き、原則として政策保

有株式を保有しない方針です。

　政策保有株式を保有する場合には、取締役会にて中長期的な観点から保有目的及び経済合理性を確認の

上、個別銘柄ごとに保有の適否を検証するものとします。保有意義が希薄化した銘柄については、当該銘柄

の縮減を検討します。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 4 466

非上場株式以外の株式 - -

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 - - -

非上場株式以外の株式 - - -

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 - -

非上場株式以外の株式 - -

 
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　該当事項はありません。

 

b.保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

c.当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　該当事項はありません。

 

d.当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変

更したもの

　該当事項はありません。
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５【従業員の状況等】

（１）【人材戦略に関する基本方針等】

　第2「事業の状況」1「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」(3）「経営環境及び中長期的な会社の経

営戦略」において記載のとおり、当社グループの事業戦略の要諦は、事業ドメインである顧客の競争優位性を

直接支える情報システム投資領域（戦略的IT投資領域）において、顧客の意思決定を最大限支援する各種の高

付加価値サービスの開発・提供を行うことにあります。高付加価値サービスの本質は「人」そのものであり、

したがって当社グループの競争力の源泉は、高度な専門性、課題解決能力及び豊富な実践経験を備えたプロ

フェッショナル人材の量的質的成長並びにこれを支える組織知、関連諸制度等の事業インフラに他なりませ

ん。

　このため、当社グループでは、プロフェッショナル人材の確保・育成を最重要経営課題と位置づけ、事業戦

略と連動した人材戦略を推進しております。

　当社グループの人材戦略においては、厳選採用と充実した育成制度並びに実践機会を通じて、ビジネスと先

端IT技術に精通した、いわゆる“二刀流”人材（候補者含む）の採用・育成を進めることを基軸とし、ＡＩ、

クラウド、データ分析等の成長領域における専門人材の拡充を進めています。特に人材育成については、新人

向けのベーシック研修から短期間でハイエンドコンサルタントを養成する実践型研修プログラムまで多様な

キャリアプランに対応できる社内研修制度や、社内勉強会等を通じた互いに学びあう組織文化の醸成、挑戦的

なアサイメント機会の提供など、理論と実践を繰り返しながら社員が自主的に成長できる環境を整備し運用し

ています。加えて、社員1人ひとりの専門性及び成果を事業戦略に即して適切に評価する人事評価制度と業界

トップ水準のコンペンセーションプランの運用により、高い挑戦意欲とプロフェッショナリズムを醸成し、結

果としてエンゲージメント向上や優秀人材の定着強化に取り組んでおります。当社グループは、今後もこのよ

うな人材戦略に基づき人的資本への投資を通じて、中長期の持続的企業価値成長を実現してまいります。

 

　なお、当社グループにおける人材戦略の一環である「従業員の給与その他の給付の額及び内容の決定に関す

る方針」については、現在下記の方針で設計・運用されています。

(1)基本的な考え方・方針

当社グループでは、事業戦略に即したプロフェッショナル人材の確保・育成を経営の最重要課題と位置づけて

おり、この認識に基づき当社グループの処遇制度を業界トップ水準とすべく、「競争力ある報酬水準による優

秀人材の獲得・定着」「成果・貢献に応じた公正な処遇」「従業員の長期的財産形成への貢献」の3つの考え

方を柱として設計されております。市場動向や競合他社水準を継続的にモニタリングし、制度の改善を常に図

ることで、従業員が安心と誇りをもって業務に取り組むことができる環境を整えております。

(2)短期的処遇（給与・賞与）

給与については、職責・専門性・市場価値等を総合的に勘案した上で決定し、ベースアップを含め定期的な見

直しを行います。賞与については、原則、会社全体の業績、個人の目標達成度・貢献度等を評価した上で支給

額を決定し、成果に応じた適切な報酬の還元を図ります。いずれも、業界水準を踏まえた競争力ある水準を維

持することを基本的な方針としています。

(3)中長期的処遇（財産形成支援制度及び有償ストック・オプション制度）

従業員の財産形成を積極的に支援するため、また従業員に対する中長期のインセンティブ付与のため、現在下

記の3つの制度を整備・運用しております。

・従業員持株会制度

従業員の自社株式取得を通じた中長期の財産形成を促進するために、現在、従業員拠出金額に対して50％の奨

励金を会社が上乗せして支給する従業員持株会制度を整備・運用しております。業界トップ水準の奨励金率を

設定することで、従業員が当社グループの成長の果実を享受できる仕組みを実現しております。

・企業型確定拠出年金制度（企業型DC）

老後の資産形成を会社として支援するため、企業型確定拠出年金制度を導入しております。従業員自身が運用

方針を選択できる制度設計により、個々のライフプランに応じた柔軟な資産形成を可能にしています。

・有償ストック・オプション制度

当社グループの持続的な成長に大きく貢献し得る人材に対して、取締役会の指名を経た上で有償ストック・オ

プションを付与する制度を設けております。本制度は、当社グループの企業価値向上と従業員の利益を直接連

動させることで、中長期の視点に立った価値創造行動を促進するとともに、ハイエンド人材に加え次世代を担

うハイポテンシャルな人材の動機づけと定着を図ることを目的としております。

 

EDINET提出書類

ＵＬＳグループ株式会社(E05521)

有価証券報告書

 67/125



（２）【従業員の状況】

①連結会社の状況

セグメント情報を記載していないため、事業部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。

 2026年3月31日現在

事業部門の名称 従業員数（人）

コンサルティング部門 741

管理部門 79

合計 820

　　（注）１．上記従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グルー

プへの出向者を含む。）を表示しております。

　　　　　２．従業員数が前連結会計年度末に比べ127名増加したのは、事業成長加速に伴う新規採用の増加によるもの

です。

 

②提出会社の状況

    2026年3月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）
平均年間給与の
対前事業年度増減率

（％）

43 43.9 7.5 8,486,193 13.4

（注）１．上記従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）を表示

しております。

　２. 提出会社の従業員は全て管理部門に所属する人員です。

　３．平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与には、派遣社員分は含まれておりません。

　４．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　５．従業員数が前事業年度末に比べ7名増加したのは、子会社の事業拡大に対応するための増員によるもので

す。

 

③最大人員会社の状況

ＵＬＳコンサルティング株式会社

    2026年3月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）
平均年間給与の
対前事業年度増減率

（％）

698 40.1 5.7 10,055,356 5.0

（注）１．上記従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）を表示

しております。

　２. 最大人員会社の従業員はコンサルティング事業部門及び管理部門に所属する人員です。

　３．平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与には、派遣社員分は含まれておりません。

　４．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　５．従業員数が前事業年度末に比べ106名増加したのは、コンサルティング事業の拡大に対応するための増員

によるものです。

 

④労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。

⑤使用人等のみに対して付与した新株予約権の内容

　　当社は、使用人等のみに対する新株予約権を付与しております。当該新株予約権の内容については、「１　株式

等の状況　(2）新株予約権等の状況　①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
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⑥管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の

差異

当事業年度

提出会社及び

連結子会社

管理的地位に

ある労働者に

占める女性労

働者の割合

（％）（注）

１.

男性労働者の育児休業取得率（％）

（注）１．２．

労働者の男女の賃金の額の差異（％）

（注）１.３.

全労働者

うち

正規雇用労

働者

うち

非正規雇用

労働者

全労働者

うち

正規雇用

労働者

うち

非正規雇用

労働者

提出会社 25.0 - - - 97.3 97.3 -

ＵＬＳコンサルティ

ング㈱
11.5 72.7 72.7 - 81.4 82.7 51.6

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出した

ものであります。

２．提出会社の男性労働者の育児休業取得率に係る全項目とＵＬＳコンサルティング㈱の男性労働者の育児休

業取得率（非正規雇用労働者）は、該当者がいないため記載しておりません。

３．労働者の男女の賃金の額の差異に関しては、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。同

一労働の賃金に差はなく、上記の賃金の額の差異は、主に等級別人員構成の差によるものであります。な

お、提出会社の労働者の男女の賃金の額の差異（非正規雇用労働者）については、該当者がいないため記

載しておりません。

４．ＵＬＳコンサルティング㈱以外の連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対象ではないため、管理的地位にある労働者に占め

る女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異に関する記載を省

略しております。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　　なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していま

す。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（自2025年４月１日至2026年３月31

日）の連結財務諸表及び事業年度（自2025年４月１日至2026年３月31日）の財務諸表について、ひびき監査法人によ

り監査を受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人

財務会計基準機構へ加入しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,137 8,460

売掛金及び契約資産 4,847 5,200

その他 115 124

流動資産合計 12,100 13,784

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 135 238

減価償却累計額 △86 △94

建物附属設備（純額） 48 144

工具、器具及び備品 421 654

減価償却累計額 △303 △386

工具、器具及び備品（純額） 117 268

有形固定資産合計 166 413

無形固定資産   

のれん 47 38

その他 5 8

無形固定資産合計 53 47

投資その他の資産   

投資有価証券 461 466

繰延税金資産 476 564

その他 ※ 312 ※ 442

投資その他の資産合計 1,250 1,474

固定資産合計 1,470 1,934

資産合計 13,570 15,719

負債の部   

流動負債   

未払金 387 462

未払費用 555 459

賞与引当金 867 1,107

品質保証引当金 － 1

受注損失引当金 46 －

未払法人税等 709 566

その他 524 555

流動負債合計 3,091 3,152

負債合計 3,091 3,152

純資産の部   

株主資本   

資本金 877 990

資本剰余金 1,283 1,413

利益剰余金 8,713 10,411

自己株式 △1,093 △1,093

株主資本合計 9,781 11,721

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11 15

その他の包括利益累計額合計 11 15

新株予約権 389 499

非支配株主持分 297 331

純資産合計 10,479 12,566

負債純資産合計 13,570 15,719
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

売上高 13,203 16,600

売上原価 ※１ 7,885 ※１ 9,990

売上総利益 5,317 6,609

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 2,694 ※２,※３ 3,562

営業利益 2,623 3,046

営業外収益   

受取利息 4 16

受取配当金 8 5

その他 1 0

営業外収益合計 14 22

営業外費用   

為替差損 － 6

その他 0 0

営業外費用合計 0 6

経常利益 2,638 3,063

特別利益   

新株予約権戻入益 0 0

特別利益合計 0 0

税金等調整前当期純利益 2,638 3,063

法人税、住民税及び事業税 1,041 1,067

法人税等調整額 △98 △89

法人税等合計 942 977

当期純利益 1,695 2,085

非支配株主に帰属する当期純利益 59 58

親会社株主に帰属する当期純利益 1,635 2,027
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

当期純利益 1,695 2,085

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △0 3

その他の包括利益合計 ※ △0 ※ 3

包括利益 1,694 2,089

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,635 2,031

非支配株主に係る包括利益 59 58
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自2024年4月1日　至2025年3月31日)

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 877 1,277 7,325 △1,093 8,387

当期変動額      

剰余金の配当   △247  △247

親会社株主に帰属する当期純
利益   1,635  1,635

非支配株主との取引に係る親
会社の持分変動  5   5

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

     

当期変動額合計 － 5 1,388 － 1,394

当期末残高 877 1,283 8,713 △1,093 9,781

 

      

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 12 12 198 245 8,843

当期変動額      

剰余金の配当     △247

親会社株主に帰属する当期純
利益     1,635

非支配株主との取引に係る親
会社の持分変動     5

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

△0 △0 191 51 241

当期変動額合計 △0 △0 191 51 1,636

当期末残高 11 11 389 297 10,479
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当連結会計年度(自2025年4月1日　至2026年3月31日)

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 877 1,283 8,713 △1,093 9,781

当期変動額      

新株の発行（新株予約権の行
使）

112 112   225

剰余金の配当   △330  △330

親会社株主に帰属する当期純
利益   2,027  2,027

非支配株主との取引に係る親
会社の持分変動  16   16

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

     

当期変動額合計 112 129 1,697 － 1,939

当期末残高 990 1,413 10,411 △1,093 11,721

 

      

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計
 

その他有価証券評価
差額金

その他の包括利益累
計額合計

当期首残高 11 11 389 297 10,479

当期変動額      

新株の発行（新株予約権の行
使）

    225

剰余金の配当     △330

親会社株主に帰属する当期純
利益     2,027

非支配株主との取引に係る親
会社の持分変動     16

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

3 3 109 33 147

当期変動額合計 3 3 109 33 2,087

当期末残高 15 15 499 331 12,566
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,638 3,063

減価償却費 83 146

のれん償却額 12 8

株式報酬費用 191 138

新株予約権戻入益 △0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） 87 239

品質保証引当金の増減額（△は減少） － 1

受注損失引当金の増減額（△は減少） 46 △46

受取利息 △4 △16

受取配当金 △8 △5

固定資産除却損 0 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,158 △352

その他の資産の増減額（△は増加） △62 △2

未払金の増減額（△は減少） 95 73

未払費用の増減額（△は減少） 235 △95

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減

少）
4 4

その他の負債の増減額（△は減少） 112 30

小計 2,272 3,187

利息及び配当金の受取額 13 21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △699 △1,215

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,587 1,994

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △90 △390

無形固定資産の取得による支出 △0 △3

敷金及び保証金の差入による支出 △130 △136

投資活動によるキャッシュ・フロー △222 △531

財務活動によるキャッシュ・フロー   

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出
△2 △7

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 196

新株予約権の発行による収入 － 0

配当金の支払額 △247 △329

財務活動によるキャッシュ・フロー △249 △140

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,115 1,323

現金及び現金同等物の期首残高 6,022 7,137

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,137 ※１ 8,460
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。
 
 
 

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数　3社

主要な連結子会社の名称　ＵＬＳコンサルティング株式会社

　　　　　ピースミール・テクノロジー株式会社

　　　　　株式会社アークウェイ

なお、2025年10月1日にウルシステムズ株式会社はＵＬＳコンサルティング株式会社に商号変更しております。
 

(2)主要な非連結子会社の名称　Archway Factory Inc.

・連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。
 
２．持分法の適用に関する事項

　持分法を適用していない非連結子会社（Archway Factory Inc.）は、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性

がないため持分法の適用範囲から除外しております。
 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
 
４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

イ　満期保有目的の債券

　 償却原価法（定額法）を採用しております。

ロ　その他有価証券

　　市場価格のない株式等以外のもの

　 時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま

す。

 　市場価格のない株式等

 　移動平均法による原価法を採用しております。

②　棚卸資産

　 通常の販売目的で保有する棚卸資産

　   仕掛品

　 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

を採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額は、法人税法の規定と同一のものを採用しております。

　また、少額の減価償却資産（取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産）については、事業年度毎に一括し

て３年間で均等償却しております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）

イ　市場販売目的のソフトウェア

　販売見込期間(３年)における見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(３年)に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を計上しております。

ロ　その他の無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、耐用年数は、自社利用目的のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）、その他の無形

固定資産については法人税法の規定と同一のものを採用しております。

　また、少額の減価償却資産（取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産）については、事業年度毎に一括

して３年間で均等償却しております。
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③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　営業債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき計算した額を、貸倒懸念債

権等の債権については個別に回収可能性を勘案し計算した回収不能見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

ハ　品質保証引当金

　契約不適合担保期間において、契約に従い顧客に対して無償で役務提供を実施する場合があります。このような

売上計上後の追加原価に備えるため、個別プロジェクト毎に追加原価の発生可能性を勘案し計算した見積額を計上

しております。

ニ　受注損失引当金

　受注したプロジェクトの損失に備えるため、手持ち受注プロジェクトのうち当連結会計年度末で将来の特定の損

失の発生可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができるプロジェクトについて、次期以降に発生

が見込まれる損失を引当計上しております。

 

(4）重要な収益及び費用の計上基準

顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針

　当社及び連結子会社の、顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

コンサルティング事業

　主に顧客企業の競争優位性を支える戦略的IT投資領域におけるコンサルティングサービス等を提供しており、こ

れらを「コンサルティング事業」と定義しております。

　履行義務を充足する通常の時点は、コンサルティング事業におけるサービスは、顧客との契約における義務を履

行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じるものであることから、一定の期間にわたり充

足される履行義務であると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識してお

ります。取引価格の算定は顧客との契約に明示された対価を基礎としており、考慮すべき重要な変動対価、金融要

素、現金以外の対価などは存在しません。また、顧客との契約における履行義務は、概ね１契約１履行義務となっ

ております。

　当該サービスは、顧客との契約（プロジェクト）にアサインされたコンサルタントの稼働により履行義務が充足

されるという性質より、その発生した原価を基礎としたインプットに基づき、履行義務の充足に係る進捗度を合理

的に見積もることができると判断いたしました。進捗度の測定は、契約毎に、期末日までに発生した原価が、見積

り総原価に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に見積もることができない契約については、発

生した原価のうち回収することが見込まれる部分と同額を収益として認識しております。

 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

 

(6）のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、個別案件毎の事情を勘案して、計上後20年以内の定額法により償却を行っておりま

す。

 

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金、及び容易に換金可能でありかつ価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限が到来する短期投資からなっております。
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（重要な会計上の見積り）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（未適用の会計基準等)
 
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委員

会）　等

 

(1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検

討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての

定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号

の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし

た。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

 

(2）適用予定日

2028年３月期の期首から適用します。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

 

・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基準委員

会）

 

(1）概要

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定

することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告書560実務指針第１号

「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会

に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の

公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたものであります。

 

(2）適用予定日

2028年３月期の期首から適用します。

 

（表示方法の変更）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

該当事項はありません。
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（連結貸借対照表関係）

※　非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

投資その他の資産　その他（出資金） 11百万円 11百万円

 

（連結損益計算書関係）

※１　売上原価に含まれている品質保証引当金繰入額及び受注損失引当金繰入額は次のとおりであります。

 
　前連結会計年度
（自　2024年４月１日
　　至　2025年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2025年４月１日
　　至　2026年３月31日）

品質保証引当金繰入額 － 1百万円

受注損失引当金繰入額 46百万円 －

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前連結会計年度
（自　2024年４月１日
　　至　2025年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2025年４月１日
　　至　2026年３月31日）

役員報酬 477百万円 335百万円

給与及び手当 524 665

採用費 440 848

賞与引当金繰入額 103 148

 

※３　一般管理費に含まれる研究開発費の総額

 
　前連結会計年度
（自　2024年４月１日
　　至　2025年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2025年４月１日
　　至　2026年３月31日）

研究開発費 125百万円 67百万円
 
 
 

（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 △0百万円 5百万円

組替調整額 － －

法人税等及び税効果調整前 △0 5

法人税等及び税効果額 0 △1

その他有価証券評価差額金 △0 3

その他の包括利益合計 △0 3
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度(自2024年４月1日　至2025年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度　
期首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 6,228,800 － － 6,228,800

合計 6,228,800 － － 6,228,800

自己株式     

普通株式 727,662 － － 727,662

合計 727,662 － － 727,662

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

 提出会社

（親会社）

 自社株式オプションとしての

新株予約権
－ － － － － 389

 合計 － － － － － 389

 

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 決議 株式の種類
配当の総額

（百万円）

 1株当たり配当

額（円）
 基準日 効力発生日  

 2024年６月25日

（定時株主総会）
普通株式 247 45  2024年３月31日  2024年６月26日  

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 決議 株式の種類
配当の総額

（百万円）
 配当の原資

 1株当たり配当

額（円）
 基準日 効力発生日

 2025年６月25日

（定時株主総会）
普通株式 330  利益剰余金 60  2025年３月31日  2025年６月26日
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当連結会計年度(自2025年４月1日　至2026年３月31日)

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度　
期首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 6,228,800 57,624,200 － 63,853,000

合計 6,228,800 57,624,200 － 63,853,000

自己株式     

普通株式 727,662 6,548,958 － 7,276,620

合計 727,662 6,548,958 － 7,276,620

（注）１．普通株式の発行済株式の株式数の増加57,624,200株は、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で
株式分割をしたことによる増加57,423,600株及び新株予約権の行使による増加200,600株であります。

　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割をした
ことによるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（百万円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

 提出会社

（親会社）

 自社株式オプションとしての

新株予約権
－ － － － － 499

 合計 － － － － － 499

 

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 決議 株式の種類
配当の総額

（百万円）

 1株当たり配当

額（円）
 基準日 効力発生日  

 2025年６月25日

（定時株主総会）
普通株式 330 60  2025年３月31日  2025年６月26日  

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

  次の剰余金の配当に関する事項は、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

 決議 株式の種類
配当の総額

（百万円）
 配当の原資

 1株当たり配当

額（円）
 基準日 効力発生日

 2026年６月25日

（定時株主総会）
普通株式 413  利益剰余金 7.30  2026年３月31日  2026年６月26日

（注）2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。2025年６月25日定時株主
総会で決議の１株当たり配当額は株式分割前、2026年６月25日定時株主総会で決議予定の１株当たり配当額
は株式分割後の金額を記載しております。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
 
 

前連結会計年度
（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

現金及び預金勘定 7,137百万円 8,460百万円

現金及び現金同等物 7,137百万円 8,460百万円

 

　２　重要な非資金取引の内容

　　　該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取り組み方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金、債券等に限定して運用を行っています。また、資

金調達及びデリバティブについては現在取引の必要性がないため取り組み方針を定めておりません。今後必要に応じて

定めていく予定です。
 
②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規

程に基づき、取引相手ごとの与信枠管理や期日・残高管理を行うことにより把握・軽減を行っております。

　投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、発行体（取引先企業）の信用リス

クに晒されています。

　投資有価証券の時価等の情報は時価情報もしくは対象会社の決算書等を通じて取締役会で把握しております。

　営業債務である未払金は、ほとんどが短期の営業債務であり当該債務残高と当座資産残高の比較管理を行うことによ

り流動性リスクを管理しております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

前連結会計年度（2025年3月31日）

　当社の保有する金融商品は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、2025

年3月31日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、記載を省略してお

ります。

　市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（百万円）

①非上場株式 386

②その他 74

②「その他」は、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券

とみなされるもの）74百万円です。

 

当連結会計年度（2026年3月31日）

　当社の保有する金融商品は、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、2026

年3月31日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、記載を省略してお

ります。

　市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）

①非上場株式 386

②その他 79

②「その他」は、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券
とみなされるもの）79百万円です。
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（注）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2025年3月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 7,137 － － －

売掛金 4,642 － － －

合計 11,780 － － －

 

当連結会計年度（2026年3月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 8,460 － － －

売掛金 5,155 － － －

合計 13,616 － － －

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類して

おります。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対

象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイン

プットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

 

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

 

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

「２．金融商品の時価等に関する事項」において時価を記載している金融商品がないため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券
　該当事項はありません。
 
２．その他有価証券
前連結会計年度(2025年３月31日)

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株式 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株式 － － －

合計 － － －

（注）１．非上場株式（連結貸借対照表計上額386百万円）については、市場価格のない株式等であるため、上表には含

めておりません。

（注）２．投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（連結貸借対照表計上額74百万円）については、市場価

格がないため、上表には含めておりません。

 
当連結会計年度(2026年３月31日)

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株式 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株式 － － －

合計 － － －

（注）１．非上場株式（連結貸借対照表計上額386百万円）については、市場価格のない株式等であるため、上表には含

めておりません。

（注）２．投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（連結貸借対照表計上額79百万円）については、市場価

格がないため、上表には含めておりません。

 

３．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

該当事項はありません。

 

４．減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。

 

２．確定拠出制度

　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は106百万円であります。

 

当連結会計年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。

 

２．確定拠出制度

　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は122百万円であります。

 

EDINET提出書類

ＵＬＳグループ株式会社(E05521)

有価証券報告書

 86/125



（ストック・オプション等関係）

１．新株予約権に係る費用計上額及び科目名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

販売費及び一般管理費

（株式報酬費用）
191 138

 

２．新株予約権に係る当初の資産計上額及び科目名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度
（自　2024年4月1日

　　 至　2025年3月31日）

当連結会計年度
（自　2025年4月1日

　　 至　2026年3月31日）

現金及び預金 － 0

 

３．権利不行使による失効により利益として計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度
（自　2024年4月1日

　　 至　2025年3月31日）

当連結会計年度
（自　2025年4月1日

　　 至　2026年3月31日）

新株予約権戻入益 0 0
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４．権利確定条件付き有償新株予約権の概要

(1）権利確定条件付き有償新株予約権の内容

 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第13回新株予約権 第14回新株予約権

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役　　　　2名

当社子会社の取締役4名

当社子会社の従業員8名

当社従業員　　　　 3名

当社子会社の取締役 3名

当社子会社の従業員36名

当社従業員　　　　1名

当社子会社の取締役5名

当社子会社の従業員5名

 

当社子会社の従業員22名

株式の種類別

の新株予約権

の数（注）1

普通株式　3,700,000株 普通株式　2,760,000株 普通株式　1,020,000株 普通株式　685,000株

付与日 2016年4月28日 2021年4月30日 2022年5月26日 2023年4月27日

権利確定条件 (注)2 （注）3 （注）4 （注）5

対象勤務期間 定めておりません 定めておりません 定めておりません 定めておりません

権利行使期間
 自　2017年 7月 1日

 至　2031年 4月27日

 自　2022年 7月 1日

 至　2031年 4月29日

 自　2023年 7月 1日

 至　2032年 5月25日

 自　2024年 7月 1日

 至　2033年 4月26日

 

 第15回新株予約権

付与対象者の

区分及び人数

当社取締役　　　　 1名

当社従業員　　　　 1名

当社子会社の取締役 2名

当社子会社の従業員28名

株式の種類別

の新株予約権

の数（注）1

普通株式　1,290,000株

付与日 2025年5月1日

権利確定条件 (注)6

対象勤務期間 定めておりません

権利行使期間
 自　2026年 7月 1日

 至　2035年 4月30日

（注）1．株式数に換算して記載しております。なお、2025年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を

行っております。上記の株式数については、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

（注）2．新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。

（1）新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)

に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各

条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満たした期に

係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。

(a)2021年3月期までに経常利益が13億円を超過した場合

行使可能割合： 10％

(b)2026年3月期までに経常利益が16億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(c)2026年3月期までに経常利益が20億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連

結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照するもの

とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権

者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

（2）上記（1）にかかわらず、2016年4月28日から2017年4月27日までの期間において、東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合また

は無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株予約権

を行使することはできない。
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（3）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）

の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合において

も、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（6）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

（注）3．新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。

（1）新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)

に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各

条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満たした期に

係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。

(a)2022年3月期から2026年3月期までに経常利益が21億円を超過した場合

行使可能割合： 10％

(b)2022年3月期から2030年3月期までに経常利益が24億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(c)2022年3月期から2030年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連

結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照するもの

とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権

者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

（2）上記3．（1）にかかわらず、2021年4月30日から2022年4月29日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,000円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合

または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株予

約権を行使することはできない。

（3）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）

の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合において

も、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（6）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

（注）4．新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。

（1）新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)

に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各

条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満たした期に

係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。

(a)2023年3月期から2027年3月期までに経常利益が25億円を超過した場合

行使可能割合： 10％

(b)2023年3月期から2031年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(c)2023年3月期から2031年3月期までに経常利益が32億円を超過した場合

行使可能割合：100％

なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連

結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経常利益を参照するもの

とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権

者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

（2）上記4．（1）にかかわらず、2022年5月26日から2023年5月25日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,300円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合
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または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株予

約権を行使することはできない。

（3）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。）

の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合において

も、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（6）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

（注）5．新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。

（1）新株予約権者は、下記の(a)、(b)に掲げる各時期までに当社の株式報酬費用控除前の経常利益が当該

(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞ

れ当該各条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満た

した期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。

(a)2024年3月期から2032年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が32億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(b)2024年3月期から2032年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が36億円を超過した場合

行使可能割合： 100％

なお、上記における株式報酬費用控除前の経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券

報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経

常利益に同報告書に記載されるキャッシュ・フロー計算書における株式報酬費用を加算した金額を参照

するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合に

は、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各

新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数と

する。

（2）上記5．（1）にかかわらず、2023年4月27日から2024年4月26日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,800円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合

または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株予

約権を行使することはできない。

（3）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項において規定される関係会社

をいう。）の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合

においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（6）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

（注）6．新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。

（1）新株予約権者は、下記の(a)、(b)に掲げる各時期までに当社の株式報酬費用控除前の経常利益が当該

(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞ

れ当該各条件に掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として、当該条件を満た

した期に係る有価証券報告書の提出日の属する月の翌月1日から行使することができる。

(a)2026年3月期から2034年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が43億円を超過した場合

行使可能割合： 40％

(b)2026年3月期から2034年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が50億円を超過した場合

行使可能割合： 100％

なお、上記における株式報酬費用控除前の経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券

報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）における経

常利益に同報告書に記載される連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書を作成

していない場合、キャッシュ・フロー計算書）における株式報酬費用を加算した金額を参照するものと

し、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照

すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者

の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
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（2）上記6．（1）にかかわらず、2025年5月1日から2026年4月30日までの期間において、東京証券取引所に

おける当社普通株式の普通取引終値が一度でも2,500円（ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合

または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。）を下回った場合には、本新株予

約権を行使することはできない。

（3）新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社

関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項において規定される関係会社

をいう。）の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合

においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

（4）新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

（5）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

（6）各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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(2）権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在した新株予約権を対象とし、新株予約権の数については、株式数に換算して記載して

おります。

①　新株予約権の数

 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第13回新株予約権 第14回新株予約権

権利確定前　　　　　　（株）     

前連結会計年度末 1,560,000 2,560,000 940,000 685,000

付与 － － － －

失効 － 36,000 － －

権利確定 1,560,000 1,024,000 94,000 －

未確定残 － 1,500,000 846,000 685,000

権利確定後　　　　　　（株）     

前連結会計年度末 380,000 － － －

権利確定 1,560,000 1,024,000 94,000 －

権利行使 1,340,000 212,000 13,000 －

失効 － － － －

未行使残 600,000 812,000 81,000 －

 

 第15回新株予約権

権利確定前　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

付与 1,290,000

失効 20,000

権利確定 －

未確定残 1,270,000

権利確定後　　　　　　（株）  

前連結会計年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

（注）2025年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。上記の株式数については、当該

株式分割による調整後の株式数を記載しております。
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②　単価情報

 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第13回新株予約権 第14回新株予約権

権利行使価格            （円） 94 307 383 329

行使時平均株価          （円） 735 704 743 －

付与日における公正な評価単価

                        （円）
－ 130 118 109

 

 第15回新株予約権

権利行使価格            （円） 501

行使時平均株価          （円） －

付与日における公正な評価単価

                        （円）
177

（注）2025年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。上記は、当該株式分割による調

整後の価格を記載しております。

 
５．新株予約権の公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

①　使用した評価技法         ブラック・ショールズモデル

②　主な基礎数値及び見積方法

 第15回新株予約権

株価変動性（注）1 41.99％

予想残存期間（注）2  5.59年

予想配当（注）3  5.2円／株

無リスク利子率（注）4  0.896％

（注）1．2019年10月1日から2025年5月1日の株価実績に基づき算定しております。

     2．権利行使までの期間を合理的に見積もることができないため、算定時点から権利行使期間の中間点まで

の期間を予想残存期間として推定しております。

     3．2025年3月期の配当予想によります。なお、2025年10月1日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割

を行っており、当該株式分割による調整後の数値を記載しております。

     4．評価基準日における償還年月日2030年11月20日の超長期国債(30)4の流通利回り（日本証券業協会「公社

債店頭売買参考統計値」より）を採用しております。

 

６．新株予約権の権利確定数の見積方法

権利確定条件等を考慮し、権利不確定における失効数を見積もっております。
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（追加情報）

（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用）

　「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36号　2018年

１月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権

を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しておりま

す。

１．権利確定条件付き有償新株予約権の概要

　前述の「４．権利確定条件付き有償新株予約権の概要」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま

す。なお、第10回新株予約権が「実務対応報告第36号」適用日より前に付与した権利確定条件付き有償新株予約権とな

ります。

 

２．採用している会計処理の概要

　新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株

予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額

を、資本金及び資本準備金に振り替えます。

　なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

 
 

当連結会計年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産    

未払費用          114百万円           136百万円

賞与引当金 299  390

品質保証引当金 －  0

受注損失引当金 16  －

その他 75  66

繰延税金資産合計 504  594

    

繰延税金負債    

関係会社株式 △9  △9

投資有価証券 △13  △13

その他有価証券評価差額金 △5  △6

繰延税金負債合計 △28  △29

繰延税金資産純額 476  564

 

　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

 
 

当連結会計年度
（2026年３月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.6  1.7

賃上げ・生産性向上のための税制による税額控除 △3.4  △3.5

株式報酬費用 2.2  1.4

住民税均等割 0.1  0.1

税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 △0.1  －

その他 2.7  1.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.7  31.9
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

契約形態別に分解した金額は、以下のとおりであります。

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

コンサルティング事業

準委任契約 10,973

請負契約 2,230

顧客との契約から生じる収益 13,203

外部顧客への売上高 13,203

 

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

（単位：百万円）

 
報告セグメント

コンサルティング事業

準委任契約 13,793

請負契約 2,806

顧客との契約から生じる収益 16,600

外部顧客への売上高 16,600

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項　(4）重要な収益及び費用の計上基準」

に記載のとおりであります。

 

３． 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（１）顧客との契約から生じた債権、契約資産、契約負債の残高

　顧客との契約から生じた債権、契約資産、契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。

 （単位：百万円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 3,515 4,642

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 4,642 5,155

契約資産(期首残高) 172 204

契約資産(期末残高) 204 44

契約負債(期首残高) 65 78

契約負債(期末残高) 78 66

　連結貸借対照表上、顧客との契約から生じた債権は流動資産の「売掛金及び契約資産」に計上しているもののうち

「売掛金」に対するものであります。

　契約資産は、顧客とのコンサルティング事業における契約について、期末日時点で完了しているものの契約におけ

る請求条件を満たしていない対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、各契約

の請求条件を満たした時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該コンサルティング事業における

サービスに関する対価は、各契約の条件に従い、サービス終了時もしくはサービス提供期間内で段階的に請求し、お

おむね請求月の翌月末日までに受領しております。

　連結貸借対照表上、契約負債は流動負債の「その他」に計上しております。契約負債は、主に一定期間に収益を認

識する顧客とのコンサルティング事業におけるサービス契約について、契約上の支払条件に基づき顧客から受け取っ

た金銭のうち、財又はサービスが顧客に移転していない分の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認

識に伴い取り崩されます。
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（２）残存履行義務に配分した取引価格

　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、収益認識に関する会計基準第80-22

項(1)を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。

　前連結会計年度末において未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、360百万円であります。当該履行義務は、

コンサルティング事業における履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もった結果、翌連結会計年度以降に充足

されるものであり、期末日後１年から３年以内に収益として認識されると見込んでおります。

　当連結会計年度末において未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、130百万円であります。当該履行義務は、

コンサルティング事業における履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もった結果、翌連結会計年度以降に充足

されるものであり、期末日後１年から３年以内に収益として認識されると見込んでおります。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前連結会計年度（自2024年４月１日 至2025年３月31日）

　当社グループは、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 

　当連結会計年度（自2025年４月１日 至2026年３月31日）

　当社グループは、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 

【関連情報】

　　前連結会計年度（自2024年４月１日 至2025年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

当社グループは、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 
２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。
 
３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社パソナ 1,463 コンサルティング事業

 

　　当連結会計年度（自2025年４月１日 至2026年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

当社グループは、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 
２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。
 
３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社パソナ 2,428 コンサルティング事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自2024年４月１日 至2025年３月31日）

当社グループは、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自2025年４月１日 至2026年３月31日）

当社グループは、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自2024年４月１日 至2025年３月31日）

当社グループは、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自2025年４月１日 至2026年３月31日）

当社グループは、コンサルティング事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

１．連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

前連結会計年度(自2024年4月1日　至2025年3月31日)

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自2025年4月1日　至2026年3月31日)

　連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員 漆原　茂 － －
当社代表取

締役会長

（被所有）

直接　45.4
－

新株予約権

の権利行使

（注）

33 － －

役員 犬伏　靖 － －

当社取締役

（常勤監査

等委員）

（被所有）

直接　 0.3
－

新株予約権

の権利行使

（注）

11 － －

（注）2016年３月31日取締役会決議及び2016年４月27日取締役会決議に基づき付与された新株予約権の当連結会計年度における権利行

使を記載しております。なお、取引金額欄は、当連結会計年度における新株予約権の権利行使による付与株式数に行使時の払込

金額を乗じた金額を記載しております。

 

２．連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者の取引

前連結会計年度(自2024年4月1日　至2025年3月31日)

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自2025年4月1日　至2026年3月31日)

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
 
 

前連結会計年度
（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当連結会計年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

１株当たり純資産額 178円01銭 207円45銭

１株当たり当期純利益金額 29円74銭 36円20銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 28円72銭 34円71銭

(注）１．2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年

度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　　 ２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。
 

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　親会社株主に帰属する当期純利益

（百万円）
1,635 2,027

　普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する当

期純利益（百万円）
1,635 2,027

　期中平均株式数(株) 55,011,380 56,002,918

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

　親会社株主に帰属する当期純利益調整額

（百万円）
－ －

　普通株式増加数（株） 1,955,572 2,413,784

　（うち新株予約権等）(株) (1,955,572) (2,413,784)
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前連結会計年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式の概要

　2021年３月31日取締役会決議に

基づき発行した新株予約権

　この概要は以下のとおりであり

ます。

・新株予約権の数

 1,536個

・新株予約権の目的となる株式の

種類

普通株式

・新株予約権の目的となる株式の

数

 1,536,000株

・新株予約権の行使時の払込金額

 307,000円

・新株予約権の行使期間

自　2022年７月１日

至　2031年４月29日

 

　2022年４月27日取締役会決議に

基づき発行した新株予約権

　この概要は以下のとおりであり

ます。

・新株予約権の数

 846個

・新株予約権の目的となる株式の

種類

普通株式

・新株予約権の目的となる株式の

数

 846,000株

・新株予約権の行使時の払込金額

 382,500円

・新株予約権の行使期間

自　2023年７月１日

至　2032年５月25日

 

　2023年３月29日取締役会決議に

基づき発行した新株予約権

　この概要は以下のとおりであり

ます。

・新株予約権の数

 685個

・新株予約権の目的となる株式の

種類

普通株式

・新株予約権の目的となる株式の

数

 685,000株

・新株予約権の行使時の払込金額

 328,500円

・新株予約権の行使期間

自　2024年７月１日

至　2033年４月26日

 

　2022年４月27日取締役会決議に

基づき発行した新株予約権

　この概要は以下のとおりであり

ます。

・新株予約権の数

 564個

・新株予約権の目的となる株式の

種類

普通株式

・新株予約権の目的となる株式の

数

 564,000株

・新株予約権の行使時の払込金額

 383,000円

・新株予約権の行使期間

自　2023年７月１日

至　2032年５月25日

 

　2023年３月29日取締役会決議に

基づき発行した新株予約権

　この概要は以下のとおりであり

ます。

・新株予約権の数

 411個

・新株予約権の目的となる株式の

種類

普通株式

・新株予約権の目的となる株式の

数

 411,000株

・新株予約権の行使時の払込金額

 329,000円

・新株予約権の行使期間

自　2024年７月１日

至　2033年４月26日

 

　2025年３月26日取締役会決議に

基づき発行した新株予約権

　この概要は以下のとおりであり

ます。

・新株予約権の数

 1,270個

・新株予約権の目的となる株式の

種類

普通株式

・新株予約権の目的となる株式の

数

 1,270,000株

・新株予約権の行使時の払込金額

 501,000円

・新株予約権の行使期間

自　2026年７月１日

至　2035年４月30日
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　　　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

　　　該当事項はありません。

【資産除去債務明細表】

　　　該当事項はありません。

 

（２）【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高（百万円） 7,893 16,600

税金等調整前中間（当期）純

利益金額（百万円）
1,546 3,063

親会社株主に帰属する中間

（当期）純利益金額

（百万円）

965 2,027

１株当たり中間（当期）純利

益金額（円）
17.42 36.20

（注）2025年10月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、当連結会計年度の

期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり中間（当期）純利益金額を算定しております。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,452 2,805

売掛金 ※ 1,292 ※ 1,819

関係会社短期貸付金 150 150

前払費用 24 36

その他 ※ 6 ※ 1

流動資産合計 3,925 4,812

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 73 77

工具、器具及び備品 78 89

減価償却累計額 △129 △128

有形固定資産合計 22 38

無形固定資産   

ソフトウエア 1 0

電話加入権 1 1

無形固定資産合計 2 1

投資その他の資産   

投資有価証券 461 466

関係会社株式 801 808

敷金 292 422

繰延税金資産 59 68

投資その他の資産合計 1,614 1,766

固定資産合計 1,640 1,807

資産合計 5,565 6,619
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

流動負債   

未払金 17 28

未払費用 153 59

未払法人税等 287 322

賞与引当金 27 36

その他 57 83

流動負債合計 543 530

負債合計 543 530

純資産の部   

株主資本   

資本金 877 990

資本剰余金   

資本準備金 867 980

その他資本剰余金 350 350

資本剰余金合計 1,218 1,330

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 3,619 4,346

利益剰余金合計 3,619 4,346

自己株式 △1,093 △1,093

株主資本合計 4,622 5,574

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 15

評価・換算差額等合計 11 15

新株予約権 389 499

純資産合計 5,022 6,089

負債純資産合計 5,565 6,619
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

営業収益 ※１ 2,070 ※１ 2,662

販売費及び一般管理費 ※２ 982 ※２ 1,104

営業利益 1,087 1,557

営業外収益   

受取利息 4 8

受取配当金 8 5

その他 0 0

営業外収益合計 ※１ 13 ※１ 14

営業外費用   

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 1,101 1,571

特別利益   

新株予約権戻入益 0 0

特別利益 0 0

税引前当期純利益 1,101 1,571

法人税、住民税及び事業税 446 525

法人税等調整額 △11 △10

法人税等合計 435 514

当期純利益 666 1,056
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自2024年4月1日　至2025年3月31日)

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 877 867 350 1,218 3,200 3,200 △1,093 4,202

当期変動額         

剰余金の配当     △247 △247  △247

当期純利益     666 666  666

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

        

当期変動額合計 － － － － 419 419 － 419

当期末残高 877 867 350 1,218 3,619 3,619 △1,093 4,622

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 12 12 198 4,413

当期変動額     

剰余金の配当    △247

当期純利益    666

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

△0 △0 191 190

当期変動額合計 △0 △0 191 609

当期末残高 11 11 389 5,022
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当事業年度(自2025年4月1日　至2026年3月31日)

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 877 867 350 1,218 3,619 3,619 △1,093 4,622

当期変動額         

新株の発行（新株予約権
の行使）

112 112  112    225

剰余金の配当     △330 △330  △330

当期純利益     1,056 1,056  1,056

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

        

当期変動額合計 112 112 － 112 726 726 － 952

当期末残高 990 980 350 1,330 4,346 4,346 △1,093 5,574

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 11 11 389 5,022

当期変動額     

新株の発行（新株予約権
の行使）

   225

剰余金の配当    △330

当期純利益    1,056

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

3 3 109 113

当期変動額合計 3 3 109 1,066

当期末残高 15 15 499 6,089
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する注記）

　　該当事項はありません。
 
 
 

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券

(1）満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

(2）子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(3）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しておりま

す。

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。
 

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を

採用しております。

　なお、耐用年数及び残存価額は、法人税法の規定と同一のものを採用しております。また、少額の減価償却資産

（取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産）については、事業年度毎に一括して３年間で均等償却しており

ます。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

　なお、耐用年数は、ソフトウェア（自社利用）については社内における利用可能期間(５年)、その他の無形固定

資産については法人税法の規定と同一のものを採用しております。

　また、少額の減価償却資産（取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産）については、事業年度毎に一括

して３年間で均等償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　営業債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき計算した額を、貸倒懸念債

権等の債権については個別に回収可能性を勘案し計算した回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

 

４．収益及び費用の計上基準

　顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　履行義務を充足する通常の時点は、管理業務等の提供におけるサービスは、顧客との契約における義務を履行す

ることにより、別の用途に転用することができない資産が生じるものであることから、一定の期間にわたり充足さ

れる履行義務であると判断し、契約期間の経過に伴い収益を認識しております。取引価格の算定は顧客との契約に

明示された対価を基礎としており、考慮すべき重要な変動対価、金融要素、現金以外の対価などは存在しません。
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（重要な会計上の見積り）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（表示方法の変更）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用）

　「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第36号　

2018年１月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有

償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理

を継続しております。

 

１．権利確定条件付き有償新株予約権の概要

「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項（ストック・オプション等関係）」に同一

の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

２．採用している会計処理の概要

　新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新

株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込

金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。

　なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。
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（貸借対照表関係）

※関係会社に対する金銭債権または金銭債務の金額（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

短期金銭債権 1,298百万円 1,820百万円

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
 
 

前事業年度
（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

 

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

 

営業収益 2,070百万円 2,662百万円

営業外収益 3 3
 
※２　販売費及び一般管理費は、すべて一般管理費に属する費用であります。

　　　主要な費目及び金額は次のとおりです。

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
　　至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
　　至　2026年３月31日）

減価償却費 7百万円 11百万円

賞与引当金繰入額 27 36

役員報酬 194 135

給料 129 181

株式報酬費用 191 138

 

（有価証券関係）

子会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分
前事業年度

（百万円）

当事業年度

（百万円）

子会社株式 801 808
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2025年３月31日）
 
 

当事業年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産    

関係会社株式 27百万円  27百万円

未払費用 16  17

賞与引当金 8  11

未払事業税 14  18

その他 10  13

繰延税金資産合計 78  88

    

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △5  △6

投資有価証券 △13  △13

繰延税金負債合計 △18  △20

繰延税金資産純額 59  68

 

　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2025年３月31日）
 
 

当事業年度
（2026年３月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.6  1.0

賃上げ・生産性向上のための税制による税額控除 △0.1  △1.5

株式報酬費用 5.3  2.7

住民税均等割 0.1  0.1

税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 △0.1  －

その他 0.1  △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 39.5  32.8

 

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針」注記の「４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）
 

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 減価償却累計額

有形固定資産

建物附属設備 12 4 － 2 13 64

工具、器具及び備品 10 22 0 8 25 64

計 22 26 0 10 38 128

無形固定資産

ソフトウエア 1 0 － 1 0 －

電話加入権 1 － － － 1 －

計 2 0 － 1 1 －

（注）当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。

パソコン、サーバ－及びその周辺機器　  10百万円

本社改修工事に伴う設備及び備品等　    16百万円

 

【引当金明細表】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

賞与引当金 27 36 27 36
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（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月1日から3月31日まで

定時株主総会 6月中

基準日 3月31日

剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

 

　取扱場所

 

　株主名簿管理人

 

　取次所

 

　買取手数料

 

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号　三菱UFJ信託銀行株式会社

 

－

 

別途当社が定める金額

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他

のやむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載いたします。

公告掲載URL　https://www.ulsgroup.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。

①会社法第189条第2項各号に掲げる権利

②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第25期）（自2024年４月１日至2025年３月31日）2025年6月26日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

　　事業年度（第25期）（自2024年４月１日至2025年３月31日）2025年6月26日関東財務局長に提出

(3）半期報告書及び確認書

 　 （第26期中）（自2025年４月１日至2025年９月30日）2025年11月10日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

2025年６月27日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

2026年３月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権の発行）に基づく臨時報告書でありま

す。

(5）臨時報告書の訂正報告書

2026年４月30日関東財務局長に提出

2026年３月25日に提出した企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（新株予約権の発行）に

基づく臨時報告書の訂正報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  
   

 

 2026年６月17日

ＵＬＳグループ株式会社  

 

 　取 締 役 会 　御 中   

 

 ひびき監査法人  

 　東京事務所  

 

 

 

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 田中　弘司

 

 
業 務 執 行 社 員 公認会計士 香取　隆道

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているＵＬＳグループ株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Ｕ

ＬＳグループ株式会社及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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ＵＬＳコンサルティング株式会社における売上高

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由
監査上の対応

　ＵＬＳグループ株式会社及び連結子会社は、単一の事業

としてコンサルティング事業を営んでおり、主に顧客企業

の競争優位性を支える戦略的IT投資領域におけるコンサル

ティングサービスを展開している。連結損益計算書に計上

されている当連結会計年度の売上高は、16,600百万円であ

り、その大半が子会社であるＵＬＳコンサルティング株式

会社で計上されている。

　ＵＬＳコンサルティング株式会社は、基本的に準委任契

約又は請負契約の締結時に顧客との間で提供する役務の内

容を明確にしたうえで業務を実施しており、売上高は契約

単位であるプロジェクトごとに管理されている。また、プ

ロジェクトの大半は1年以内に完了し、複数年度にわたる

プロジェクトは少ない。【注記事項】（連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項）4.(4)に記載のとおり、

ＵＬＳコンサルティング株式会社の売上高は顧客との契約

における義務を履行するに従って一定の期間にわたり収益

を認識する方法により計上されている。

　売上高は企業の事業活動の規模を示す重要な指標であ

り、金額的重要性も高いことから、個々のプロジェクトの

売上の発生と期間帰属に関する認識を誤った場合、会社の

連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクが存在する。ま

た、コンサルティング事業における成果物は無形であるこ

とから、売上高取引の発生の事実及びその義務の履行につ

いては、プロジェクトごとに実態判断する必要がある。

　以上より、当監査法人はＵＬＳコンサルティング株式会

社における売上高の発生及び期間帰属の適切性が監査上の

主要な検討事項に該当すると判断した。

　当監査法人はＵＬＳコンサルティング株式会社における

売上高の発生及び期間帰属の適切性を検討するにあたり、

主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

　ＵＬＳコンサルティング株式会社の売上高の計上プロセ

スに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価

した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた。

・プロジェクトを実行している事業部門から独立した管理

部門が、プロジェクトごとの売上高について関連する証憑

資料との照合等によって、売上取引の発生の事実及び義務

の履行に疑義を生じさせる事象の発生の有無について検証

を行う内部統制

(2)売上高の検証

・金額的重要性、新規取引、及び利益率等の指標から個別

に抽出したプロジェクトについて、提案書、見積書、契約

書、週次で開催されるプロジェクトに関する進捗報告会議

の資料、請求書及び入金記録等の証憑資料を閲覧し、各種

資料間及び会計処理との整合性を確認するとともに、必要

に応じて関係者に対する質問を実施し、取引の合理性及び

会計処理の妥当性について検討した。

・上記以外のプロジェクトからもサンプルを抽出し、契約

書等の関連する証憑資料との突合を実施した。

(3)その他の手続

　売上高が計上されたプロジェクトに関連する売上債権に

ついて、期末日基準で取引先に対する残高確認を実施し

た。

 

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ＵＬＳグループ株式会社の

2026年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、ＵＬＳグループ株式会社が2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上

記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の

状況】に記載されている。
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利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

（※）１．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  
   

 

  2026年６月17日

ＵＬＳグループ株式会社  

 

 　取 締 役 会 　御 中   

 

 ひびき監査法人  

 　東京事務所  

 

 

 

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 田中　弘司

 

 

 
業 務 執 行 社 員 公認会計士 香取　隆道

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているＵＬＳグループ株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行っ

た。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＬＳ

グループ株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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投資有価証券及び関係会社株式の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

　会社は、貸借対照表において、投資有価証券466百万円

及び関係会社株式808百万円を計上する持株会社であり、

当該金額は当事業年度の総資産額の19%に相当する。

　【注記事項】（重要な会計方針）１．に記載のとおり、

子会社株式とその他有価証券のうち市場価格のない株式等

の評価方法及び評価基準については、移動平均法による原

価法を採用している。これらは市場価格のない株式等であ

り、実質価額が著しく下落した場合には、回復する見込み

があると認められる場合を除き、当該実質価額まで減損処

理を行う必要がある。市場価格のない株式等の実質価額が

著しく下落しているかどうかの評価には経営者の判断が含

まれ、会社の投資有価証券及び関係会社株式について減損

処理が行われると財務諸表全体に与える金額的影響が高く

なる可能性がある。

　当事業年度末においては減損処理をした株式等はなかっ

たが、当監査法人は、会社が持株会社であることを踏ま

え、投資有価証券及び関係会社株式に関する評価の妥当性

が、財務諸表監査において相対的に重要であり、監査上の

主要な検討事項に該当するものと判断した。

　当監査法人は、投資有価証券及び関係会社株式の評価の

妥当性を検討するにあたり、主に以下の監査手続を実施し

た。

 

・取締役会議事録の閲覧及び経営者等への質問を通じて投

資先及び関係会社の財政状態の悪化の兆候を示す事象の有

無を検討した。

 

・投資有価証券及び関係会社株式の帳簿価額と実質価額を

比較し、実質価額の著しい下落の有無を検討した。

 

・帳簿価額との比較に際して用いた実質価額が、投資先及

び関係会社の適切な財務数値等を基礎として合理的に評価

されているか検討した。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（※）１．上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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